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▼
募
集

・
清
水
町
道
路
維
持
管
理
事
業
に
対
す
る
企
業
体
の
申
請
を

　

受
け
付
け
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
２
】

・
農
業
委
員
会
の
点
検
・
評
価
及
び
活
動
計
画
に
つ
い
て
意
見
を

　

募
集
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
２
】

・
あ
げ
ま
す
・
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
２
】

・
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
（
新
卒
者
就
労
支
援
事
業
）
を

　

募
集
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
２
】

・
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
審
査
会
委
員
を
募
集
し
ま
す
・
・
・
・【
３
】

・
清
水
小
学
校
・
御
影
小
学
校
プ
ー
ル
管
理
監
視
員
を

　

募
集
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
４
】

・
体
育
館
建
設
町
民
検
討
会
議
委
員
を
募
集
し
ま
す
・
・
・
・
【
４
】

・
消
防
職
員
を
募
集
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
４
】

・「
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
し
み
ず
」
の
会
員
を
募
集
し
ま
す
【
５
】

・
ス
ク
ー
ル
・
サ
ポ
ー
ト
・
ス
タ
ッ
フ
を
募
集
し
ま
す
・
・
・
【
５
】

・
学
習
指
導
員
を
募
集
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
５
】

・
町
営
住
宅
及
び
御
影
単
身
者
住
宅
の
入
居
申
込
を

　

随
時
受
け
付
け
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
６
】

▼
お
知
ら
せ

・
４
月
か
ら
開
放
す
る
施
設
等
の
お
知
ら
せ
・
・
・
・
・
・
・
【
６
】

・
町
営
住
宅
家
賃
の
減
免
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
６
】

・
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
に
対
し
て
補
助
し
ま
す
【
６
】

・
戸
建
て
木
造
住
宅
の
簡
易
耐
震
診
断
を
無
料
で
実
施
し
ま
す
【
７
】

・
水
道
の
申
し
込
み
・
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
【
７
】

・
家
庭
用
浄
水
器
設
置
費
用
を
一
部
補
助
し
ま
す
・
・
・
・
・
【
８
】

・
水
道
の
管
理
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
８
】

・
災
害
出
動
情
報
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
８
】

・
道
の
交
通
事
故
相
談
所
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
・
・
・
・
・
・
【
８
】

・
大
型
ご
み
受
付
専
用
電
話
回
線
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
【
９
】

・
子
育
て
時
期
の
カ
ラ
ス
対
策
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
【
９
】

・
有
害
鳥
獣
駆
除
の
対
応
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
９
】

・
有
害
鳥
獣
駆
除
に
お
け
る
越
境
捕
獲
を
行
い
ま
す
・
・
・
・
【
９
】

・
ヒ
グ
マ
・
ア
ラ
イ
グ
マ
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
・
・
・
・
【
10
】

・
山
火
事
予
防
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
10
】

・
農
村
浄
化
槽
設
置
推
進
事
業
補
助
金
制
度
の
お
知
ら
せ
・
【
10
】

・
就
業
奨
学
生
支
援
事
業
補
助
金
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
【
10
】

・
商
工
業
人
材
育
成
確
保
事
業
補
助
金
に
つ
い
て
・
・
・
・
【
11
】

・
し
み
ず
マ
イ
ホ
ー
ム
取
得
奨
励
金
交
付
制
度
の
お
知
ら
せ
【
11
】

・
移
住
者
賃
貸
住
宅
家
賃
奨
励
金
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
【
11
】

・
賃
貸
住
宅
の
建
設
及
び
リ
フ
ォ
ー
ム
の
助
成
に
つ
い
て
・
【
11
】

・
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
・
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
導
入
奨
励
金

　

交
付
制
度
の
お
知
ら
せ
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
12
】

・
自
立
支
援
医
療
（
育
成
医
療
）
の
ご
案
内
・
・
・
・
・
・
【
12
】

・
児
童
手
当
の
ご
案
内
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
13
】

・
児
童
扶
養
手
当
の
ご
案
内
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
13
】

・
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
ご
案
内
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
14
】

・
清
水
町
専
用
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
相
談
窓
口
を

　

開
設
し
ま
し
た
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
14
】

・
フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
事
業
に
活
用
す
る
食
品
を
提
供
し
て
く
だ
さ
い
【
14
】

・
要
約
筆
記
奉
仕
員
養
成
講
座
開
催
の
お
知
ら
せ
・
・
・
・
【
15
】

・
子
育
て
家
庭
に
育
児
用
品
を
貸
し
付
け
ま
す
・
・
・
・
・
【
15
】

・
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
【
15
】

・
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
・
・
・
・
・
・
【
16
】

▼
福
祉
・
健
康

・「
高
齢
者
介
護
用
品
購
入
助
成
事
業
」
の
対
象
者
が

　

一
部
拡
大
と
な
り
ま
し
た
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
16
】

・「
高
齢
者
タ
ク
シ
ー
乗
車
券
助
成
事
業
」
の
対
象
者
が

　

一
部
拡
大
と
な
り
ま
し
た
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
16
】

・
外
出
時
の
緊
急
連
絡
先
カ
ー
ド
を
作
製
し
ま
す
・
・
・
・
【
16
】

・
救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
を
配
布
し
て
い
ま
す
・
・
・
・
・
【
17
】

・
介
護
マ
ー
ク
名
札
を
配
布
し
て
い
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
【
17
】

・
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
17
】

・
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
受
講
し
ま
せ
ん
か
？
・
【
17
】

・
高
齢
者
等
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
ご
案
内
・
・
・
・
・
・
【
18
】

・
高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防
接
種
の
お
知
ら
せ
・
・
・
・
・
・
【
19
】

・
骨
粗
し
ょ
う
症
検
診
を
行
い
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
19
】

・
集
団
健
診
（
検
診
）
の
ご
案
内
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
20
】

・
脳
ド
ッ
ク
の
お
知
ら
せ
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
20
】

・
が
ん
ド
ッ
ク
（
Ｐ
Ｅ
Ｔ
が
ん
検
診
）
の
お
知
ら
せ
・
・
・
【
21
】

・
Ｐ
Ｅ
Ｔ
乳
が
ん
ド
ッ
ク
（
北
斗
ク
リ
ニ
ッ
ク
）
の
お
知
ら
せ
【
21
】

・
乳
が
ん
検
診
（
北
斗
ク
リ
ニ
ッ
ク
）
の
お
知
ら
せ
・
・
・
【
22
】

・
乳
が
ん
検
診
（
帯
広
厚
生
病
院
）
の
お
知
ら
せ
・
・
・
・
【
22
】

・
子
宮
が
ん
検
診
（
慶
愛
女
性
ク
リ
ニ
ッ
ク
）
の
お
知
ら
せ
【
22
】

・
子
宮
が
ん
検
診
（
帯
広
厚
生
病
院
）
の
お
知
ら
せ
・
・
・
【
23
】

・
日
本
脳
炎
予
防
接
種
の
優
先
接
種
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
【
23
】

・
清
水
町
産
後
ケ
ア
事
業
が
始
ま
り
ま
し
た
・
・
・
・
・
・
【
23
】

・
令
和
３
年
度
成
人
健
（
検
）
診
事
業
の
お
知
ら
せ
・
・
・
【
24
】

・
5
月
の
健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
26
】

・
母
子
手
帳
の
交
付
は
予
約
制
で
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
26
】

・
母
子
手
帳
ア
プ
リ
で
も
配
信
し
て
い
ま
す
！
・
・
・
・
・
【
26
】

▼
図
書
館
・
体
育
館

・
5
月
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
展
の
ご
案
内
・
・
・
・
・
【
27
】

・
出
張
お
は
な
し
会
に
お
越
し
く
だ
さ
い
・
・
・
・
・
・
・
【
27
】

・
お
は
な
し
会
に
お
越
し
く
だ
さ
い
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
27
】

・
5
月
体
育
館
第
２
競
技
場
利
用
案
内
・
・
・
・
・
・
・
・
【
27
】

・
5
月
学
校
開
放
利
用
案
内
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
27
】

・
5
月
の
体
育
館
・
第
１
競
技
場
利
用
案
内
・
・
・
・
・
・
【
28
】

【
各
課
か
ら
の
お
知
ら
せ
チ
ラ
シ
】

・
さ
ん
さ
ん
カ
フ
ェ
5
月
の
開
催
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
【
29
】

・
ま
ち
の
人
事
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
30
】

・
犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
接
種
を
実
施
し
ま
す
・
・
・
・
【
32
】

・
廃
屋
解
体
撤
去
に
補
助
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
33
】

・
納
税
だ
よ
り
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
34
】

・
火
の
用
心
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
35
】

・
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
36
】

・
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
処
理
期
限
間
近
！
・
・
・
・
・
・
・
・
【
37
】

・
令
和
３
年
度
清
水
町
会
計
年
度
任
用
職
員(

フ
ル
タ
イ
ム)

を

　

募
集
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
38
】

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
方
へ
！
・
・
・
【
39
】

・
ス
ポ
ー
ツ
や
健
康
づ
く
り
し
ま
せ
ん
か
！
・
・
・
・
・
・
【
40
】

・
社
会
体
育
施
設
及
び
関
連
施
設
開
放
の
お
知
ら
せ
・
・
・
【
41
】
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第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員

（
新
卒
者
就
労
支
援
事
業
）
を

募
集
し
ま
す

　

厳
し
い
雇
用
情
勢
が
続
く
な
か
、
中

学
校
及
び
高
等
学
校
等
を
卒
業
さ
れ
た

人
な
ど
、
若
年
層
の
雇
用
機
会
が
ま
す

ま
す
減
少
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

状
況
を
少
し
で
も
改
善
す
る
た
め
、
町

の
緊
急
雇
用
策
と
し
て
第
１
号
会
計
年

度
任
用
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
応
募
資
格

・
高
校
、
短
大
、
大
学
又
は
専
門
学
校

　

を
直
近
３
年
間
（
平
成
30
年
度
～
令

　

和
２
年
度
）
に
卒
業
し
た
人
で
、
清

　

水
町
に
在
住
し
て
い
る
人
又
は
清
水

　

町
出
身
者
で
学
業
の
た
め
に
町
外
に

　

住
所
を
有
し
て
い
る
人

・
採
用
後
町
内
に
居
住
可
能
な
人

・
働
く
意
欲
が
あ
り
、
求
職
中
の
人
（
就

　

職
を
し
た
が
現
在
離
職
し
て
い
る
人

　

も
含
む
）。
な
お
、
採
用
時
に
他
の

　

職
が
あ
る
人
又
は
就
職
の
内
定
を
受

　

け
て
い
る
人
は
除
く
。

▼
募
集
人
数　

１
名

▼
必
要
書
類

・
直
筆
の
履
歴
書
（
市
販
の
も
の
で
顔

　

写
真
付
）

・
卒
業
証
明
書

▼
提
出
期
限

　

随
時
、
受
付
け
し
て
い
ま
す
の
で
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
採
用
方
法

　

面
接
に
て
決
定
し
ま
す
。

※
日
時
、
場
所
は
応
募
者
に
直
接
連
絡

　

し
ま
す
。

▼
任
用
期
間

　

採
用
日
か
ら
６
か
月
間

※
令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
で
再

　

任
用
の
場
合
あ
り
。

▼
勤
務
箇
所

　

役
場
ほ
か
公
共
施
設

▼
勤
務
内
容

　

一
般
事
務
補
助
等

▼
勤
務
条
件

◇
賃
金　

日
額
６
千
９
６
０
円

◇
勤
務
時
間

　

原
則
と
し
て
８
時
45
分
～
17
時
30
分

の
勤
務
で
週
４
日
勤
務
と
す
る
。
勤
務

を
し
な
い
日
は
、
求
職
活
動
や
自
己
研

修
に
充
て
る
も
の
と
し
ま
す
。

※
配
置
先
で
勤
務
日
及
び
勤
務
時
間
を

　

別
に
定
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◇
社
会
保
険
等

　

社
会
保
険
、
雇
用
保
険
等
に
加
入

◇
そ
の
他

　

こ
れ
ら
の
ほ
か
勤
務
条
件
等
は
、
清

水
町
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
関

す
る
条
例
及
び
規
則
に
よ
り
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
観
光
課
商
工
観
光
係

　
☎
62
‐
１
１
５
６

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
審
査
会

委
員
を
募
集
し
ま
す

　

清
水
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
、
同

条
例
施
行
規
則
に
規
定
す
る
町
民
参
加

手
続
き
及
び
町
民
参
加
に
必
要
な
情
報

の
公
表
の
実
施
状
況
な
ど
を
審
査
す
る

「
清
水
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
審
査
会
」

の
委
員
の
一
部
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
人
数　

３
名
以
内

※
審
査
会
は
公
募
委
員
を
含
め
、
７
名

　

以
内
で
構
成
し
ま
す
。

▼
応
募
資
格

・
町
内
に
住
所
を
有
す
る
満
18
歳
以
上

　

の
人
（
令
和
３
年
４
月
１
日
現
在
）

・
町
が
設
置
す
る
他
の
審
議
会
等
の
委

　

員
で
な
い
人

・
議
会
議
員
及
び
町
の
職
員
（
事
務
及

　

び
会
計
年
度
任
用
職
員
を
含
む
）
で

　

無
い
人

▼
任
期

　

２
年
間
（
令
和
３
年
６
月
13
日
～
令

和
５
年
６
月
12
日
）

▼
報
酬

　

審
議
会
に
出
席
い
た
だ
い
た
際
は
、

町
の
規
定
に
よ
り
報
酬
を
支
給
い
た
し

ま
す
。

※
審
議
会
は
年
１
回
程
度
、
平
日
の
日

　

中
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

▼
応
募
期
間

　

４
月
15
日

（木）
～
５
月
14
日

（金）
ま
で

▼
選
考
結
果

　

提
出
さ
れ
た
応
募
用
紙
の
動
機
及
び

選
考
基
準
を
基
に
選
考
委
員
会
で
選
考

し
ま
す
。
結
果
に
つ
い
て
は
、
応
募
い

た
だ
い
た
人
全
員
に
文
書
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

※
応
募
者
個
人
に
関
係
す
る
選
考
資
料

　

は
公
開
し
ま
せ
ん
。

※
応
募
用
紙
に
記
載
の
情
報
は
、
委
員

　

選
考
以
外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

※
委
員
は
守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ
ま
す
。

▼
応
募
方
法

　

応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
載
し
て
、

企
画
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
応
募
用
紙
は
、
２
階
企
画
課
、
保
健

　

福
祉
セ
ン
タ
ー
、
文
化
セ
ン
タ
ー
、

　

ま
ち
づ
く
り
情
報
コ
ー
ナ
ー
、
御
影

　

支
所
、
図
書
館
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

か
ら
取
得
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

企
画
課
企
画
統
計
係

　

☎
62
‐
２
１
１
４

　
　

62
‐
５
１
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bosyu@sun.town.shimizu.

    hokkaido.jp

　

町
で
は
、
令
和
３
年
度
の
清
水
町
道

路
維
持
管
理
事
業
（
草
刈
・
除
雪
）
に

つ
い
て
、
維
持
管
理
企
業
体
の
申
請
を

受
付
し
ま
す
。

▼
申
請
期
限　

５
月
７
日

（金）　

17
時

▼
申
請
場
所　

総
務
課
契
約
財
産
係

▼
申
請
内
容

　

令
和
３
年
度
清
水
町
道
路
維
持
管
理

事
業
（
草
刈
・
除
雪
）
へ
の
企
業
体
参

加
資
格
審
査
申
請

▼
参
加
要
件

　

左
記
全
て
に
該
当
す
る
も
の

◇
企
業
体
の
構
成
員
数
が
２
社
以
上
で

　

あ
る
こ
と

◇
前
年
に
清
水
町
が
道
路
維
持
管
理
（
草

　

刈
・
除
雪
）
契
約
し
た
業
者
が
1
社

　

以
上
参
加
し
て
い
る
こ
と

◇
構
成
員
が
清
水
町
入
札
参
加
資
格
審

　

査
申
請
を
行
っ
て
い
る
こ
と

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課
土
木
管
理
係

　

☎
62
‐
２
１
１
３

清
水
町
道
路
維
持
管
理
事
業
に

対
す
る
企
業
体
の
申
請
を

受
け
付
け
ま
す

　

町
農
業
委
員
会
で
は
、
目
標
及
び
そ

の
達
成
に
向
け
た
活
動
に
対
す
る
適
正

な
事
務
実
施
を
推
進
す
る
た
め
、
令
和

２
年
度
の
点
検
・
評
価
（
案
）
及
び
令

和
３
年
度
の
活
動
計
画
（
案
）
を
作
成

し
ま
し
た
。

　

こ
の
点
検
・
評
価
（
案
）
及
び
活
動

計
画
（
案
）
を
策
定
す
る
に
あ
た
り
、

広
く
町
内
在
住
の
皆
さ
ん
か
ら
ご
意
見
・

要
望
等
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
案
件

「
令
和
２
年
度
の
目
標
及
び
そ
の
達
成

に
向
け
た
活
動
の
点
検
・
評
価
（
案
）」

及
び
「
令
和
３
年
度
の
目
標
及
び
そ
の

達
成
に
向
け
た
活
動
計
画
（
案
）」

▼
募
集
期
間

　

４
月
20
日

（火）
～
５
月
20
日

（木）

▼
意
見
提
出
対
象
者

　

町
内
在
住
の
人

▼
対
象
事
業
の
案
が
閲
覧
で
き
る
場
所

役
場
１
階
ま
ち
づ
く
り
情
報
コ
ー
ナ
ー
、

役
場
１
階
農
業
委
員
会
、
御
影
支
所
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▼
応
募
方
法

　

意
見
提
出
用
紙
（
他
の
用
紙
で
も
可
）

に
、
意
見
、
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号

農
業
委
員
会
の
点
検
・
評
価

及
び
活
動
計
画
に
つ
い
て

意
見
を
募
集
し
ま
す

（
連
絡
先
）
を
記
入
の
上
、
郵
送
、
フ

ァ
ッ
ク
ス
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
役
場

農
業
委
員
会
又
は
御
影
支
所
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
（
連
絡
先
）

　

が
記
入
さ
れ
て
い
な
い
意
見
等
は
採

　

用
し
ま
せ
ん
。

※
提
出
い
た
だ
い
た
ご
意
見
等
の
内
容

　

を
電
話
等
に
よ
り
ご
照
会
さ
せ
て
い

　

た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了

　

承
く
だ
さ
い
。

▼
意
見
等
の
取
扱
い

　

提
出
い
た
だ
い
た
ご
意
見
及
び
検
討

結
果
は
、
６
月
30
日

（水）
ま
で
に
役
場
１

階
ま
ち
づ
く
り
情
報
コ
ー
ナ
ー
と
町
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま
す
。
個
別
の

回
答
は
し
ま
せ
ん
。
な
お
、
意
見
等
を

提
出
さ
れ
た
方
の
住
所
や
氏
名
等
の
個

人
情
報
は
一
切
公
表
し
ま
せ
ん
。

▼
意
見
提
出
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

清
水
町
農
業
委
員
会
事
務
局

　

〒
０
８
９
‐
０
１
９
２

　

清
水
町
南
４
条
２
丁
目
２
番
地
２

　
☎
62
‐
１
１
５
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FAX 
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  iken@sun.town.shimizu.
    hokkaido.jp

あ
げ
ま
す
・
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い

　

あ
げ
た
い
・
ゆ
ず
り
た
い
も
の
の
情

報
を
、
無
償
を
条
件
に
掲
載
し
ま
す
。

　

広
報
レ
タ
ー
な
ど
に
①
欲
し
い
・
あ

げ
た
い
物
②
氏
名
③
住
所
④
電
話
番
号

を
記
入
し
、
広
報
広
聴
係
へ
郵
送
、
又

は
窓
口
、
電
話
に
て
受
け
付
け
ま
す
。

受
け
渡
し
方
法
は
、
広
報
広
聴
係
を
通

し
て
連
絡
先
を
お
伝
え
し
、
当
人
同
士

で
や
り
と
り
を
行
っ
て
も
ら
い
ま
す
。

【
譲
っ
て
く
だ
さ
い
】

・
清
水
高
校
制
服
（
女
子
）

※
サ
イ
ズ
不
問

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

企
画
課
広
報
広
聴
係

　
☎
62
‐
２
１
１
４
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町
民
の
体
力
向
上
並
び
に
水
泳
の
普

及
振
興
を
目
的
に
学
校
プ
ー
ル
を
開
放

し
て
い
ま
す
。
学
校
プ
ー
ル
を
開
放
す

る
に
あ
た
り
、
管
理
監
視
員
を
募
集
し

ま
す
。

▼
募
集
人
員　

若
干
名

▼
応
募
資
格　

町
内
在
住
者

▼
任
用
期
間　

６
月
初
旬
～
９
月
中
旬

▼
勤
務
内
容

　

管
理
・
監
視
・
清
掃
業
務

▼
報
酬　

１
時
間
９
０
０
円

▼
諸
手
当　

通
勤
距
離
（
２
km
以
上
）

に
応
じ
て
通
勤
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

▼
勤
務
時
間　

１
週
間
当
た
り
38
時
間

45
分
以
内
の
勤
務
時
間
に
な
り
ま
す
。

【
清
水
小
学
校
プ
ー
ル
】

◇
平
日　

12
時
30
分
～
20
時
15
分
ま
で

　

の
７
時
間
（
休
憩
45
分
を
除
く
）

◇
土
日
祝
日　

９
時
30
分
～
17
時
15
分

　

ま
で
の
７
時
間
（
昼
休
み
45
分
を
除
く
）

◇
夏
季
休
暇
期
間
の
平
日

　

９
時
30
分
～
20
時
15
分
ま
で
の
９
時

　

間
45
分
（
昼
休
み
１
時
間
を
除
く
）

※
学
校
授
業
が
あ
る
場
合
は
勤
務
時
間

　

の
変
更
が
あ
り
ま
す
。

※
毎
週
月
曜
日
は
休
館
日
の
た
め
勤
務

　

は
あ
り
ま
せ
ん
。  

清
水
小
学
校
・
御
影
小
学
校
プ

ー
ル
の
管
理
監
視
員
を
募
集

し
ま
す

【
御
影
小
学
校
プ
ー
ル
】

◇
平
日　

15
時
45
分
～
17
時
45
分
、
又

　

は
16
時
15
分
～
18
時
15
分
ま
で
の
２

　

時
間

◇
土
日
祝
日　

12
時
45
分
～
16
時
45
分
、

　

又
は
13
時
15
分
～
17
時
15
分
ま
で
の

　

４
時
間

◇
夏
季
休
暇
期
間
の
平
日

　

９
時
45
分
～
16
時
45
分
、
又
は
10
時

　

15
分
～
17
時
15
分
ま
で
の
６
時
間

　
（
昼
休
み
１
時
間
を
除
く
）

※
毎
月
第
3
月
曜
日
は
休
館
日
の
た
め

　

勤
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
提
出
書
類　

　

履
歴
書
（
市
販
の
も
の
で
顔
写
真
付
）

▼
提
出
期
限　

５
月
13
日

（木）

▼
選
考
方
法　

書
類
選
考

▼
提
出
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

〒
０
８
９
‐
０
１
１
１

　

清
水
町
南
３
条
１
丁
目
１
番
地
（
町

　

文
化
セ
ン
タ
ー
内
）

　

社
会
教
育
課
ス
ポ
ー
ツ
係

　

☎
62
‐
５
１
１
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令
和
４
年
４
月
１
日
採
用
予
定
の
消

防
職
員
を
募
集
し
ま
す
。
お
申
し
込
み

前
に
必
ず
試
験
案
内
で
受
験
資
格
と
申

込
方
法
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

試
験
案
内
は
、
と
か
ち
広
域
消
防
局

総
務
課
、
十
勝
管
内
各
消
防
署
と
帯
広

市
役
所
１
階
総
合
案
内
で
配
布
し
て
い

消
防
職
員
を
募
集
し
ま
す

る
ほ
か
、
と
か
ち
広
域
消
防
事
務
組
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
ま
す
。

▼
試
験
区
分

　

大
学
卒
、
短
大
卒
、
救
急
救
命
士

▼
採
用
人
数

　

試
験
案
内
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
試
験
日
程

　

１
次
試
験
（
一
般
教
養
試
験
、
適
性

試
験
）
は
５
月
30
日

（日）
に
実
施
し
ま
す
。

　

２
次
試
験
以
降
の
日
程
は
試
験
案
内

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
試
験
会
場

　

と
か
ち
広
域
消
防
局
庁
舎
（
帯
広
市

西
６
南
６
）
ほ
か

▼
申
込
方
法

　

４
月
19
日

（月）
～
５
月
10
日

（月）
ま
で
に
、

試
験
案
内
の
採
用
試
験
申
込
書
と
郵
便

は
が
き
を
同
封
の
上
、
と
か
ち
広
域
消

防
局
総
務
課
人
事
給
与
係
（
〒
０
８
０

‐
０
０
１
６　

帯
広
市
西
６
条
南
６
丁

目
３
番
地
１
）
に
直
接
又
は
郵
送
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

と
か
ち
広
域
消
防
局 

総
務
課
人
事

給
与
係

　

☎
０
１
５
５
‐
26
‐
９
１
２
１

「
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
し
み

ず
」
の
会
員
を
募
集
し
ま
す

　
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
し
み
ず
」
は
、

子
育
て
の
援
助
を
受
け
た
い
人
（
依
頼

会
員
）
と
子
育
て
の
援
助
を
し
た
い
人

（
提
供
会
員
）
を
つ
な
ぐ
地
域
の
子
育

て
支
え
合
い
の
シ
ス
テ
ム
で
す
。
会
員

を
募
集
し
ま
す
。

▼
内
容　

子
ど
も
の
預
か
り
、
送
迎
、

　

産
前
産
後
の
家
事
・
育
児
援
助
な
ど

▼
対
象　

小
学
校
６
年
生
ま
で

▼
費
用　

１
時
間
７
０
０
円
よ
り　
　

※
休
日
は
料
金
が
変
わ
り
ま
す
。

▼
助
成　

町
か
ら
一
部
助
成
が
受
け
ら

　

れ
ま
す
。
１
時
間
４
０
０
円
よ
り

▼
そ
の
他　

会
員
と
援
助
を
受
け
る
お

　

子
さ
ん
は
保
険
に
加
入
し
ま
す
。

◇
依
頼
会
員

・
生
後
3
か
月
か
ら
小
学
校
6
年
生
ま

　

で
の
児
童
と
同
居
し
て
い
る
親
族

・
妊
産
婦
の
方

◇
提
供
会
員

・
心
身
と
も
に
健
康
な
満
20
歳
以
上
の

　

方
（
講
習
会
あ
り
）

※
依
頼
会
員
、
提
供
会
員
の
両
方
に
登

　

録
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
い
ず
れ
も
町
内
に
住
所
を
有
す
る
人

　

が
対
象
で
す
。

▼
申
込
方
法

　

利
用
し
て
頂
く
に
は
登
録
が
必
要
で
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
係

　

☎
69
‐
２
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ス
ク
ー
ル
・
サ
ポ
ー
ト
・

ス
タ
ッ
フ
を
募
集
し
ま
す

　

町
教
育
委
員
会
で
は
、
町
内
小
中
学

校
で
教
員
を
補
助
す
る
ス
ク
ー
ル
・
サ

ポ
ー
ト
・
ス
タ
ッ
フ
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

▼
応
募
資
格

・
年
齢
や
学
歴
は
問
い
ま
せ
ん
。

・
教
員
免
許
等
の
資
格
は
必
要
あ
り
ま

　

せ
ん
。

▼
定
員　

２
名
（
各
学
校
１
名
）

▼
勤
務
場
所

　

御
影
小
学
校
・
御
影
中
学
校

▼
勤
務
時
間

　

各
学
校
長
の
指
定
す
る
時
間

▼
任
用
期
間

　

採
用
日
か
ら
令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で

▼
給
与

　

時
給
８
９
７
円
～
１
千
１
１
９
円

※
職
務
経
験
等
に
応
じ
て
決
定
し
ま
す
。

※
両
学
校
と
も
に
２
１
０
日
の
勤
務
を

　

予
定
し
て
い
ま
す
。

▼
手
当　

　

通
勤
距
離
に
応
じ
て
通
勤
手
当
を
支

給
し
ま
す
。

▼
勤
務
内
容

・
教
室
の
換
気
や
消
毒

・
家
庭
へ
の
配
布
物
の
印
刷
・
帳
合

・
子
ど
も
の
健
康
観
察
の
と
り
ま
と
め

　

や
デ
ー
タ
入
力

・
電
話
対
応

・
感
染
症
対
策
の
た
め
に
増
加
し
た
教

　

員
の
各
種
業
務
の
補
助

▼
申
込
方
法

　

随
時
募
集
し
て
い
ま
す
の
で
、
自
筆

履
歴
書
（
顔
写
真
付
き
）
を
学
校
教
育

課
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
採
用
方
法

　

面
接
に
て
決
定
し
ま
す
。

※
日
程
は
後
日
連
絡
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

学
校
教
育
課
学
校
教
育
係

　

☎
62
‐
５
１
３
８

学
習
指
導
員
を
募
集
し
ま
す

　

町
教
育
委
員
会
で
は
、
町
内
小
中
学

校
で
教
員
を
補
助
す
る
学
習
指
導
員
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

▼
応
募
資
格

・
年
齢
や
学
歴
は
問
い
ま
せ
ん
。

・
教
員
免
許
等
の
資
格
は
必
要
あ
り
ま

　

せ
ん
。

▼
定
員　

２
名
（
各
学
校
１
名
）

▼
勤
務
場
所

　

御
影
小
学
校
・
御
影
中
学
校

体
育
館
建
設
町
民
検
討
会
議

委
員
を
募
集
し
ま
す

　

新
た
な
体
育
館
及
び
付
帯
施
設
の
基

本
構
想

（案）
・
基
本
計
画

（案）
の
策
定
に
関

し
、
幅
広
い
町
民
の
意
見
や
提
言
を
反

映
し
、
基
本
構
想
の
設
定
と
建
設
計
画

を
推
進
す
る
た
め
、
体
育
館
建
設
町
民

検
討
会
議
委
員
の
一
部
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
人
数　

２
名
以
内

※
会
議
は
公
募
委
員
を
含
め
、
無
作
為

　

抽
出
に
よ
る
委
員
（
13
名
程
度
予
定
）

　

で
行
い
ま
す
。

▼
応
募
資
格

・
町
内
に
住
所
を
有
す
る
満
18
歳
以
上

　

の
人
（
令
和
３
年
４
月
１
日
現
在
）

・
町
が
設
置
す
る
他
の
審
議
会
等
の
委

　

員
で
な
い
人

・
議
会
議
員
及
び
町
の
職
員
（
事
務
及

　

び
会
計
年
度
任
用
職
員
を
含
む
）
で

　

無
い
人

▼
任
期

　

体
育
館
建
設
に
係
る
意
見
・
提
言
書

の
策
定
終
了
ま
で
の
期
間

▼
報
酬

　

会
議
に
出
席
い
た
だ
い
た
際
は
、
１

回
に
つ
き
千
円
を
支
給
い
た
し
ま
す
。

※
会
議
は
６
月
か
ら
12
月
ま
で
に
３
回

　

程
度
、
平
日
の
夜
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

▼
応
募
期
間

　

４
月
15
日

（木）
～
５
月
14
日

（金）
ま
で

▼
選
考
結
果

　

提
出
さ
れ
た
応
募
用
紙
の
動
機
及
び

選
考
基
準
を
基
に
選
考
委
員
会
で
選
考

し
ま
す
。
結
果
に
つ
い
て
は
、
応
募
い

た
だ
い
た
人
全
員
に
文
書
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

※
応
募
者
個
人
に
関
係
す
る
選
考
資
料

　

は
公
開
し
ま
せ
ん
。

※
応
募
用
紙
に
記
載
の
情
報
は
、
委
員

　

選
考
以
外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

※
委
員
は
守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ
ま
す
。

▼
応
募
方
法

　

応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
載
し
て
、

社
会
教
育
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
応
募
用
紙
は
、
文
化
セ
ン
タ
ー
、
体

育
館
、
御
影
支
所
に
備
え
付
け
て
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
取
得
で
き
ま
す
。

▼
応
募
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
教
育
課
ス
ポ
ー
ツ
係

　

☎
62
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１
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町
営
住
宅
の
家
賃
は
、
世
帯
全
体
の

収
入
及
び
世
帯
の
構
成
か
ら
決
定
し
て

い
ま
す
が
、
入
居
さ
れ
て
い
る
方
の
異

動
、
退
職
、
失
職
な
ど
に
よ
り
、
世
帯

の
収
入
額
に
変
動
が
あ
っ
た
と
き
や
、

所
得
が
著
し
く
低
い
世
帯
に
つ
い
て
は

年
度
途
中
か
ら
で
も
家
賃
を
減
額
で
き

る
場
合
が
あ
り
ま
す
（
減
額
と
な
ら
な

い
場
合
も
あ
り
ま
す
）。
役
場
２
階 

建

設
課
に
て
必
要
書
類
に
記
入
い
た
だ
き

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
家
賃
減
額

の
該
当
と
な
る
場
合
は
、
手
続
き
い
た

だ
い
た
翌
月
か
ら
減
額
と
な
り
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課
住
宅
都
市
係

　

☎
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町
営
住
宅
家
賃
の

減
免
に
つ
い
て

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
・
耐

震
改
修
に
対
し
て
補
助
し
ま
す

　

人
命
や
財
産
を
地
震
に
よ
る
災
害
か

ら
守
る
目
的
で
、
木
造
住
宅
の
耐
震
化

を
推
進
す
る
た
め
、
居
住
し
て
い
る
住

宅
の
耐
震
診
断
や
耐
震
改
修
な
ど
に
つ

い
て
補
助
し
ま
す
。

▼
耐
震
診
断
補
助

　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
し

た
木
造
住
宅
に
居
住
し
て
い
る
所
有
者

が
耐
震
診
断
を
行
う
と
き
、
一
定
の
基

準
を
満
た
す
と
費
用
を
補
助
し
ま
す
。

・
補
助
限
度
額　

５
万
円

▼
耐
震
改
修
補
助

　

耐
震
診
断
に
よ
り
倒
壊
す
る
可
能
性

が
あ
る
と
診
断
さ
れ
、
耐
震
改
修
工
事

を
行
う
と
き
は
、
一
定
の
基
準
を
満
た

す
と
費
用
を
補
助
し
ま
す
。

▼
補
助
額

　

耐
震
改
修
工
事
費
が

・
20
万
円
未
満
の
場
合

　

そ
の
費
用
の
額

・
20
万
円
以
上
、
200
万
円
以
下
の
場
合

　

20
万
円

・
200
万
円
を
超
え
る
場
合

　

耐
震
改
修
工
事
費
の
10
％
（
上
限
は

　

50
万
円
）

※
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
工
事
の
申
請

　

は
12
月
30
日
に
受
付
を
終
了
し
ま
す
。

　

ま
た
、
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
工
事

　

の
完
了
報
告
は
令
和
４
年
３
月
12
日

　

が
期
限
で
す
。

　

な
お
、
申
請
後
の
交
付
決
定
は
国
か

　

ら
の
補
助
決
定
通
知
以
後
（
概
ね
１

　

か
月
程
度
）
と
な
り
ま
す
。

※
他
の
国
費
補
助
金
及
び
国
費
交
付
金

　

と
重
複
し
て
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

▼
耐
震
改
修
促
進
税
制

　

耐
震
改
修
を
行
う
こ
と
に
よ
り
所
得

税
の
特
別
控
除
や
固
定
資
産
税
の
減
額

措
置
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

・
所
得
税

　

帯
広
税
務
署

　

☎
０
１
５
５
‐
24
‐
２
１
６
１

・
固
定
資
産
税

　

税
務
課　

☎
62
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▼
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課
建
築
係　

☎
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戸
建
て
木
造
住
宅
の
簡
易
耐
震

診
断
を
無
料
で
実
施
し
ま
す

　

昭
和
56
年
に
建
築
基
準
法
の
耐
震
基

準
が
大
幅
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

昭
和
56
年
以
前
に
建
て
ら
れ
た
住
宅

は
、
地
震
に
対
し
て
有
効
な
耐
震
性
能

を
持
っ
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

近
年
、
大
地
震
が
全
国
各
地
で
発
生

し
て
い
ま
す
の
で
、
大
切
な
家
庭
や
財

産
を
守
る
た
め
に
昭
和
56
年
以
前
の
住

宅
に
お
住
ま
い
の
方
は
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

▼
対
象
住
宅

（１）
町
内
に
住
宅
を
所
有
又
は
居
住
し
て

　

い
る
方

（２）
２
階
建
て
以
下
で
延
べ
面
積
が
500
㎡

　

以
下
で
あ
る
こ
と
。（
プ
レ
ハ
ブ
住

　

宅
は
除
く
）

（３）
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ

　

れ
た
も
の

（４）
過
去
に
こ
の
耐
震
診
断
を
実
施
し
て

　

い
な
い
住
宅

（５）
清
水
町
木
造
住
宅
耐
震
改
修
等
補
助

　

事
業
に
よ
る
耐
震
診
断
を
実
施
し
て

　

い
な
い
住
宅

▼
診
断
方
法

・
財
団
法
人
日
本
建
築
防
災
協
会
の
診

　

断
ソ
フ
ト
（
一
般
診
断
法
）
を
使
用

　

し
ま
す
。 

図
面
及
び
申
請
者
か
ら

　

の
聞
き
取
り
に
よ
り
診
断
を
行
う
た

　

め
、
現
地
調
査
は
行
い
ま
せ
ん
。

【
受
付
期
限
】

・
令
和
４
年
３
月
31
日

（木）

※
土
日
祝
祭
日
を
除
く

▼
診
断
費
用　

無
料

▼
申
請
手
続
き

・
役
場
建
設
課
備
え
付
け
又
は
町
ホ
ー

　

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た

　

耐
震
診
断
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記

　

入
し
、
役
場
建
設
課
へ
提
出
し
て
く

　

だ
さ
い
。

・
住
宅
の
図
面
（
仕
上
げ
表
、
寸
法
の

　

記
入
の
あ
る
各
階
平
面
図
で
筋
か
い

　

の
位
置
等
の
わ
か
る
も
の
）
の
原
本

　

又
は
コ
ピ
ー
を
一
緒
に
提
出
し
て
く

　

だ
さ
い
。（
図
面
が
な
い
と
診
断
で

　

き
ま
せ
ん
）

・
診
断
の
期
間
は
、
お
お
よ
そ
２
週
間

　

以
内
で
す
が
、
前
後
す
る
場
合
が
あ

　

り
ま
す
。

▼
留
意
事
項

・
図
面
が
な
い
場
合
は
、
診
断
に
必
要

　

な
情
報
を
得
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
診

　

断
を
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

・
診
断
結
果
は
耐
震
性
の
目
安
と
な
り

　

耐
震
性
能
を
保
証
す
る
も
の
で
は
あ

　

り
ま
せ
ん
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課
建
築
係　

☎
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水
道
の
使
用
を
始
め
る
と
き
及
び
使

用
を
や
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
水

道
課
へ
の
届
出
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

２
か
月
以
上
使
用
し
な
い
場
合
は
、
一

時
的
に
休
止
（
使
用
し
な
い
期
間
は
水

道
料
金
を
か
け
な
い
こ
と
）
に
す
る
こ

と
も
可
能
で
す
。

　

な
お
、
使
用
を
や
め
る
と
き
は
、
蛇

口
・
ト
イ
レ
・
ボ
イ
ラ
ー
な
ど
の
給
水

装
置
の
凍
結
防
止
対
策
は
、
使
用
者
の

責
任
で
行
っ
て
も
ら
い
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

水
道
課
業
務
係　

☎
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水
道
の
申
し
込
み
・
届
出
を

お
願
い
し
ま
す

▼
勤
務
時
間

　

各
学
校
長
の
指
定
す
る
時
間

▼
任
用
期
間

　

採
用
日
か
ら
令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で

▼
給
与

　

時
給
８
９
７
円
～
１
千
１
１
９
円

※
職
務
経
験
等
に
応
じ
て
決
定
し
ま
す
。

※
両
学
校
共
に
年
間
５
３
１
時
間
を
予

　

定
し
て
い
ま
す
。

▼
手
当　

　

通
勤
距
離
に
応
じ
て
通
勤
手
当
を
支

給
し
ま
す
。

▼
勤
務
内
容

・
少
人
数
指
導

・
習
熟
度
別
学
習

・
補
習
授
業
等
を
実
施
す
る
際
の
教
員

　

の
補
助

・
提
出
物
の
採
点

・
授
業
準
備
の
補
助

・
そ
の
他
教
育
活
動
の
サ
ポ
ー
ト

▼
申
込
方
法

　

随
時
募
集
し
て
い
ま
す
の
で
、
自
筆

履
歴
書
（
顔
写
真
付
き
）
を
学
校
教
育

課
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
採
用
方
法

　

面
接
に
て
決
定
し
ま
す
。

※
日
程
は
後
日
連
絡
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

学
校
教
育
課
学
校
教
育
係

　

☎
62
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本
年
度
も
４
月
21
日
以
降
は
、
全
て

の
町
営
住
宅
及
び
御
影
単
身
者
住
宅
の

入
居
申
し
込
み
を
随
時
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
入
居
希
望
者
は
必
要
書
類
を
建

設
課
住
宅
都
市
係
ま
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　

住
宅
に
空
き
が
出
た
時
点
で
、
困
窮

度
の
高
い
順
に
入
居
者
を
選
考
し
ま
す
。

提
出
い
た
だ
い
た
申
込
書
の
有
効
期
限

は
令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
で
す
。

▼
必
要
書
類

・
建
設
課
又
は
御
影
支
所
窓
口
に
あ
る

　

申
込
書
等

・
暴
力
団
員
で
な
い
か
警
察
署
へ
意
見

　

を
聞
く
同
意
書

・
入
居
予
定
者
全
員
の
住
民
票

・
源
泉
徴
収
票
な
ど
収
入
を
証
明
す
る

　

書
類
（
収
入
が
あ
る
方
全
員
分
）

・
税
金
を
滞
納
し
て
い
な
い
証
明
書
（
就

　

学
者
を
除
く
）

・
そ
の
他
、
身
体
障
が
い
の
あ
る
人
は

　

障
が
い
者
手
帳
な
ど

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課
住
宅
都
市
係

　

☎
62
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町
営
住
宅
及
び
御
影
単
身
者

住
宅
の
入
居
申
込
を
随
時

受
け
付
け
し
ま
す

　

冬
期
間
閉
鎖
を
し
て
い
ま
し
た
公
衆

ト
イ
レ
等
を
開
放
し
ま
す
。

▼
４
月
24
日

（土）
（
予
定
）
か
ら
開
放
す

る
施
設

・
清
水
公
園
ロ
グ
ト
イ
レ
（
上
駐
車
場
）

・
清
水
公
園
パ
ノ
ラ
マ
ハ
ウ
ス

・
清
水
公
園
バ
ー
べ
キ
ュ
ー
ハ
ウ
ス

４
月
か
ら
開
放
す
る

施
設
等
の
お
知
ら
せ

・
下
佐
幌
運
動
公
園
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
ハ
ウ
ス

・
清
水
中
央
公
園
公
衆
ト
イ
レ

・
有
明
公
園
公
衆
ト
イ
レ

・
日
の
出
３
公
衆
ト
イ
レ

・
御
影
公
園
公
衆
ト
イ
レ

・
御
影
本
通
公
衆
ト
イ
レ

▼
４
月
24
日

（土）
か
ら
開
放
す
る
事
業

・
清
水
公
園
ボ
ー
ト
営
業
（
予
定
）

　

９
月
26
日
ま
で
の
土
・
日
・
祝
日
の

　

み
営
業
し
ま
す
。（
た
だ
し
、
７
月

　

19
日
か
ら
８
月
13
日
ま
で
は
毎
日
営

　

業
し
ま
す
）

【
営
業
時
間
】　

10
時
～
17
時
30
分

【
利
用
料
金
】

・
手
漕
ぎ
ボ
ー
ト

　

大
人
１
５
０
円
、
小
人
70
円

・
ペ
ダ
ル
ボ
ー
ト

　

大
人
３
０
０
円
、
小
人
１
５
０
円

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課
公
園
緑
化
係

　

☎
62
‐
２
１
１
３
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水
道
の
管
理
に
つ
い
て

お
客
様
の
財
産
で
す
！

　

水
道
メ
ー
タ
ー
か
ら
蛇
口
ま
で
の
配

管
等
は
、
お
客
様
の
財
産
で
す
の
で
、

ご
自
身
の
管
理
と
な
り
ま
す
。

道
の
交
通
事
故
相
談
所
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

北
海
道
で
は
、
交
通
事
故
相
談
所
を

設
置
し
、
専
門
の
相
談
員
が
無
料
で
相

談
に
応
じ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
！

・
交
通
事
故
に
あ
っ
た
け
れ
ど
、
ど
う

　

し
た
ら
良
い
か
わ
か
ら
な
い
。

・
損
害
賠
償
の
額
が
適
正
か
ど
う
か
知

　

り
た
い
。

・
示
談
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
た
ら
い
い

　

の
か
？

・
遺
さ
れ
た
遺
児
へ
の
生
活
（
教
育
）

　

資
金
の
手
当
て
は
？　
　

な
ど

▼
相
談
受
付
時
間

　

平
日　

９
時
～
16
時
30
分
ま
で

　
（
17
時
終
了
）

▼
相
談
先　
　
　
　
　
　
　
　

・
北
海
道
交
通
事
故
相
談
所
（
道
庁
）

【
電
話
相
談
】

　

☎
０
１
１
‐
２
０
４
‐
５
２
２
０

【
文
書
相
談
】

　

FAX
０
１
１
‐
２
３
２
‐
７
４
５
２

　

  kansei.dousei2@pref.

   hokkaido.lg.jp

【
面
接
相
談
】

　

札
幌
市
中
央
区
北
３
条
西
６
丁
目

　
（
道
庁
１
階
）

・
十
勝
総
合
振
興
局

　
　
（
保
健
環
境
部
環
境
生
活
課
）

　

☎
０
１
５
５
‐
26
‐
９
２
４
９

【
面
接
相
談
】

　

帯
広
市
東
３
条
南
３
丁
目

※
相
談
に
は
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

※
１
件
あ
た
り
お
よ
そ
１
時
間
と
し
ま
す
。

　

本
年
４
月
よ
り
大
型
ご
み
受
付
専
用

の
電
話
回
線
を
設
置
し
ま
し
た
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
こ
の
回
線
は
大
型
ご
み
の
受

付
の
み
で
は
な
く
、
ご
み
の
排
出
・
分

別
な
ど
の
お
問
い
合
わ
せ
に
も
ご
利
用

で
き
ま
す
。

　

な
お
、
町
民
生
活
課
代
表
電
話
か
ら

も
大
型
ご
み
の
受
付
は
可
能
で
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

☎
67
‐
７
５
５
５

大
型
ご
み
受
付
専
用
電
話

回
線
に
つ
い
て

子
育
て
時
期
の
カ
ラ
ス
対
策

に
つ
い
て

　

カ
ラ
ス
は
攻
撃
的
な
鳥
で
は
な
く
、

ふ
だ
ん
人
に
襲
い
掛
か
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
春
先
か
ら
７
月
頃
に
か
け

て
は
子
育
て
時
期
の
た
め
、
警
戒
心
が

強
ま
り
、
通
行
人
に
威
嚇
行
動
を
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

威
嚇
行
動
か
ら
身
を
守
る

◆
カ
ラ
ス
が
集
ま
っ
て
い
た
ら
、
そ
の

　

付
近
に
は
近
づ
か
な
い
よ
う
に
し
ま

　

し
ょ
う
。

◆
帽
子
を
か
ぶ
る
、
傘
を
さ
す
な
ど
し

　

て
頭
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

　

町
で
は
、
ヒ
グ
マ
・
エ
ゾ
シ
カ
・
キ

ツ
ネ
・
ア
ラ
イ
グ
マ
・
カ
ラ
ス
な
ど
の

有
害
鳥
獣
の
駆
除
は
、
猟
友
会
十
勝
清

水
部
会
と
委
託
契
約
を
結
び
対
応
し
て

い
ま
す
。
農
業
者
な
ど
か
ら
の
町
へ
の

駆
除
依
頼
に
よ
っ
て
、
猟
友
会
十
勝
清

有
害
鳥
獣
駆
除
の

対
応
に
つ
い
て

水
部
会
と
連
携
し
、
駆
除
員
（
会
員
）

が
有
害
鳥
獣
の
出
没
状
況
等
を
駆
除
依

頼
者
と
連
絡
を
取
り
、
銃
器
と
わ
な
で

駆
除
し
ま
す
。（
駆
除
員
の
出
役
、
捕

獲
な
ど
の
実
績
に
応
じ
て
、
十
勝
清
水

部
会
に
委
託
料
を
支
払
い
ま
す
）

　

個
人
な
ど
で
の
捕
獲
申
請
に
対
し
て

は
、
町
か
ら
謝
礼
（
報
償
費
）
の
支
払

い
は
行
い
ま
せ
ん
。

　

有
害
鳥
獣
駆
除
の
希
望
者
は
、
農
林

課
林
務
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
ア
ラ
イ
グ
マ
の
捕
獲
を
行
っ

て
い
ま
す
。
町
の
許
可
に
よ
っ
て
「
箱

わ
な
」
を
使
っ
て
ア
ラ
イ
グ
マ
を
捕
獲

で
き
ま
す
の
で
、
捕
獲
に
向
け
て
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。（
捕
獲
後
の
処

置
は
町
等
で
行
い
ま
す
）

　
「
箱
わ
な
」
は
適
正
な
管
理
等
を
条

件
に
無
料
で
貸
し
出
し
ま
す
。

　

ア
ラ
イ
グ
マ
な
ど
の
被
害
情
報
、「
箱

わ
な
」
設
置
な
ど
は
農
林
課
林
務
係
ま

で
ご
連
絡
願
い
ま
す
。

　

な
お
、
有
害
鳥
獣
駆
除
の
捕
獲
に
お

い
て
、
有
害
鳥
獣
や
駆
除
員
が
農
地
に

入
り
込
み
、
農
作
業
の
支
障
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。
駆
除
の
実
施
に
あ
た
り
捕
殺

し
た
有
害
鳥
獣
は
、
依
頼
者
の
所
有
地

内
の
土
中
埋
設
処
理
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。
駆
除
の
実
施
に
あ
た
り
、

　

本
町
と
芽
室
町
及
び
新
得
町
の
間
で
、

市
町
村
の
境
界
よ
り
約
１
km
の
範
囲
内

の
越
境
駆
除
の
承
諾
書
を
取
り
交
わ
し
、

ヒ
グ
マ
や
鳥
獣
の
被
害
に
対
応
で
き
る

よ
う
三
町
並
び
に
三
町
猟
友
会
が
連
携

し
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

芽
室
町
及
び
新
得
町
猟
友
会
の
会
員
が

境
界
を
越
え
、
駆
除
を
行
う
場
合
も
あ

り
ま
す
。

　

芽
室
町
及
び
新
得
町
境
に
農
地
並
び

に
住
所
を
有
す
る
人
は
、
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

農
林
課
林
務
係

　

☎
62
‐
２
１
１
２

有
害
鳥
獣
駆
除
に
お
け
る

越
境
捕
獲
を
行
い
ま
す

家
庭
用
浄
水
器
設
置
費
用
を

一
部
補
助
し
ま
す

▼
対
象　

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
人

・
本
町
の
水
道
給
水
区
域
以
外
に
居
住

　

し
、
飲
料
水
及
び
生
活
用
水
用
の
井

　

戸
水
を
使
用
し
て
い
る
個
人
。（
た

　

だ
し
、
本
町
の
水
道
給
水
区
域
外
に

　

事
業
所
を
有
し
、
従
業
員
が
使
用
す

　

る
飲
料
水
及
び
生
活
用
水
用
の
井
戸

　

水
を
使
用
し
て
い
る
法
人
及
び
個
人

　

も
対
象
と
し
ま
す
。）

・
井
戸
の
水
質
が
厚
生
労
働
省
で
定
め

　

る
飲
料
水
の
基
準
に
適
さ
な
い
。

・
家
庭
用
浄
水
器
を
設
置
又
は
既
に
設

　

置
し
た
浄
水
器
を
更
新
す
る
人
。

・
町
内
に
住
所
を
有
す
る
人
。

▼
補
助
金
額

　

浄
水
器
等
の
設
置
費
の
２
分
の
１
以

内
を
補
助
し
ま
す
。（
限
度
額
は
50
万
円
）

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

水
道
課
業
務
係　

☎
62
‐
１
１
５
４

災
害
出
動
情
報
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

▼
災
害
出
動
情
報
の
確
認
方
法

　

聴
覚
又
は
発
語
な
ど
に
障
が
い
の
あ

る
方
を
は
じ
め
、
広
く
町
民
の
方
々
が

安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
環
境

を
提
供
す
る
た
め
、
火
災
や
災
害
等
の

　

ト
イ
レ
や
風
呂
、
台
所
な
ど
の
水
道

管
や
蛇
口
か
ら
水
が
漏
れ
て
い
る
の
を

知
り
な
が
ら
放
置
し
た
り
、
町
が
指
定

し
て
い
る
給
水
設
備
指
定
業
者
等
に
依

頼
し
て
修
理
を
し
な
か
っ
た
時
な
ど
は

そ
の
漏
水
分
も
含
め
て
料
金
が
か
か
り

ま
す
。

い
つ
も
よ
り
使
用
水
量
が
多
い
！
？

　

毎
月
１
回
定
期
的
に
水
道
メ
ー
タ
ー

の
検
針
に
伺
い
、「
水
道
使
用
量
の
お

知
ら
せ
」
を
投
函
し
て
い
ま
す
。

　

使
用
水
量
を
確
認
し
て
い
た
だ
き
、

検
針
期
間
中
に
蛇
口
の
閉
め
忘
れ
や
家

族
の
帰
省
な
ど
の
原
因
以
外
で
水
量
が

増
え
る
要
因
が
な
い
の
に
、
使
用
量
が

増
え
て
い
れ
ば
漏
水
の
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。

　

ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
、
水
道
課
か

ら
漏
水
調
査
に
伺
い
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

水
道
課
業
務
係　

☎
62
‐
１
１
５
４

出
動
情
報
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

確
認
の
方
法
は
、
と
か
ち
広
域
消
防

局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
あ
る
「
災
害

出
動
情
報
」
へ
ア
ク
セ
ス
し
て
い
た
だ

く
か
、
と
か
ち
広
域
消
防
局
災
害
案
内

番
号
「
０
１
８
０
‐
99
‐
１
１
９
８
」

へ
お
電
話
く
だ
さ
い
。（
一
部
の
Ｉ
Ｐ

電
話
で
は
繋
が
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。）

▼
注
意
事
項

・
詳
細
な
住
所
・
氏
名
等
、
個
人
が
特

　

定
で
き
る
情
報
は
提
供
し
て
い
ま
せ
ん
。

・
活
動
の
妨
げ
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る

　

た
め
、
現
場
へ
は
近
づ
か
な
い
で
く

　

だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

清
水
消
防
署

　
☎
62
‐
２
５
１
９

◆
ヒ
ナ
が
地
面
に
落
ち
て
も
、
不
用
意

　

に
近
づ
か
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

◆
警
戒
中
の
カ
ラ
ス
か
ら
離
れ
る
と
き

　

は
、
目
を
離
さ
ず
背
中
を
向
け
な
い

　

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

状
況
が
改
善
し
な
い
と
き

　

対
策
と
し
て
、
巣
を
除
去
す
る
方
法

が
あ
り
ま
す
。
カ
ラ
ス
の
巣
が
街
路
樹

や
電
柱
に
あ
る
場
合
は
、
管
理
者
へ
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。
巣
が
自
宅
な
ど
の

民
有
地
に
あ
る
場
合
は
、
土
地
所
有
者

の
対
応
と
な
り
ま
す
。

※
野
生
の
鳥
獣
や
卵
を
捕
獲
す
る
場
合

　

は
、
法
に
基
づ
く
許
可
が
必
要
で
す
。

※
カ
ラ
ス
等
の
野
鳥
へ
の
エ
サ
や
り
は
、

　

近
隣
の
生
活
環
境
に
被
害
を
も
た
ら

　

す
た
め
、
絶
対
に
や
め
て
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
生
活
課
生
活
環
境
係

　

☎
62
‐
１
１
５
１

周
辺
の
方
に
銃
声
等
で
ご
迷
惑
を
お
か

け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
願
い
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

農
林
課
林
務
係

　

☎
62
‐
２
１
１
２
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山
火
事
が
発
生
し
や
す
い
時
期
に
な

り
ま
し
た
。
山
菜
採
り
な
ど
で
入
林
す

る
際
な
ど
は
、
火
の
取
り
扱
い
に
十
分

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

町
林
野
火
災
予
消
防
対
策
協
議
会
で
は
、

「
林
野
火
災
危
険
期
間
」
な
ど
を
設
定

し
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
４
月
１
日
か
ら
６
月
30
日
ま
で
を
「
林

　

野
火
災
危
険
期
間
」

◆
４
月
10
日
か
ら
５
月
20
日
ま
で
を
「
林

　

野
火
災
予
消
防
強
調
期
間
」

◆
５
月
１
日
か
ら
５
月
７
日
ま
で
の
７

　

日
間
は
「
無
煙
期
間
」
と
し
、
火
入

　

れ
の
許
可
は
し
ま
せ
ん
。

山
火
事
予
防
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　

本
町
の
公
共
下
水
道
事
業
認
可
区
域

及
び
農
業
集
落
排
水
処
置
区
域
外
の
地

域
に
お
い
て
、
農
村
浄
化
槽
設
置
推
進

事
業
に
よ
り
自
己
又
は
従
業
員
の
居
住

用
の
住
宅
に
合
併
処
理
浄
化
槽
（
し
尿

と
雑
排
水
を
併
せ
て
処
理
す
る
浄
化
槽

を
い
う
。）
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
町

内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
又
は
法
人
に

対
し
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。
補
助
条

件
と
補
助
金
額
は
農
林
課
農
政
係
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
交
付
要
綱
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
「
町
の
情
報
」
→
「
各
種
補
助
金
・

助
成
制
度
」
→
【
住
宅
施
策
・
生
活
環

境
関
係
】
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

▼
補
助
申
請
の
受
付
期
限

　

10
月
29
日

（金）

　

補
助
条
件
と
補
助
金
額
は
、
農
林
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

農
林
課
農
政
係　

☎
62
‐
２
１
１
２

農
村
浄
化
槽
設
置
推
進
事
業

補
助
金
制
度
の
お
知
ら
せ

　

平
成
31
年
４
月
１
日
以
降
に
雇
用
し

た
従
業
員
が
奨
学
金
を
返
還
し
て
い
る

場
合
で
、
事
業
者
が
返
還
額
の
一
部
を

負
担
す
る
場
合
に
は
、
町
が
そ
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

▼
対
象

・
平
成
31
年
４
月
１
日
以
降
に
町
内
に

　

住
所
を
有
す
る
新
規
卒
業
者
を
雇
用

　

し
て
い
る
こ
と
。

・
新
規
に
雇
用
し
た
従
業
員
が
奨
学
金

　

を
返
還
し
て
い
る
こ
と
。

・
事
業
者
は
町
が
交
付
す
る
補
助
金
の

　

５
％
以
上
を
加
算
し
て
対
象
者
に
毎

　

月
交
付
す
る
こ
と
。

▼
補
助
金
交
付
額

・
返
済
し
て
い
る
奨
学
金
の
額
の
２
分

　

の
１
以
内

・
上
限
額　

１
人
に
つ
き
年
24
万
円

・
通
算
36
か
月
分
を
補
助
す
る
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
観
光
課
商
工
観
光
係

　

☎
62
‐
１
１
５
６

就
業
奨
学
生
支
援
事
業

補
助
金
に
つ
い
て

　

町
内
事
業
所
の
従
業
員
等
が
業
務
に

必
要
な
資
格
を
取
得
す
る
際
の
受
験
料
・

受
講
料
・
登
録
料
・
教
材
費
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。

▼
対
象

　

町
内
事
業
所
で
、
町
の
補
助
金
と
同

額
以
上
を
対
象
者
に
支
給
す
る
こ
と
が

要
件
で
す
。

▼
補
助
金
交
付
額

・
受
講
料
及
び
教
材
費
、
受
験
料
、
登

　

録
料
の
３
分
の
１
以
内

・
上
限
額　

１
事
業
所
10
万
円

※
１
人
に
つ
き
年
１
回
、
１
事
業
所
で

　

年
３
人
ま
で

▼
対
象
と
な
る
資
格
等

・
国
家
資
格
、
公
的
資
格
及
び
民
間
資
格

・
就
労
や
業
務
能
力
向
上
に
つ
な
が
る

　

資
格
等

・
研
修
や
講
座
の
修
了
に
よ
り
国
家
資

　

格
等
の
取
得
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る

　

資
格
等

※
対
象
外
の
資
格
～
普
通
自
動
車
免
許
、

　

普
通
・
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
、
小

　

型
限
定
普
通
自
動
二
輪
免
許
、
原
付

　

免
許

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
観
光
課
商
工
観
光
係

　

☎
62
‐
１
１
５
６

商
工
業
人
材
育
成
確
保
事
業

補
助
金
に
つ
い
て

　

町
内
に
住
宅
を
新
築
・
購
入
す
る
人

を
支
援
す
る
「
し
み
ず
マ
イ
ホ
ー
ム
取

得
奨
励
金
交
付
制
度
」
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者

　

自
ら
が
居
住
す
る
目
的
で
、
町
内
に

住
宅
を
新
築
又
は
新
築
住
宅
も
し
く
は

中
古
住
宅
を
取
得
す
る
子
育
て
世
帯
、

移
住
者
又
は
賃
貸
住
宅
入
居
者
で
あ
り
、

定
住
す
る
こ
と
を
確
約
し
た
人
。

※
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

　

交
付
対
象
者
か
ら
除
き
ま
す
。

◇
住
宅
の
新
築
又
は
中
古
住
宅
の
購
入

　

に
関
し
、
移
転
補
償
を
受
け
て
い
る
人

◇
交
付
対
象
者
の
同
一
世
帯
員
が
町
税
、

　

そ
の
他
市
町
村
に
対
す
る
債
務
の
履

　

行
を
遅
滞
し
て
い
る
人

◇
過
去
に
こ
の
制
度
に
よ
る
奨
励
金
の

　

交
付
を
受
け
た
人

◇
清
水
町
暴
力
団
排
除
条
例
に
規
定
す

　

る
暴
力
団
員
で
あ
る
人
が
い
る
世
帯

▼
対
象
住
宅

◇
新
築

　

自
己
で
新
し
く
住
宅
を
建
て
る
又
は

他
人
に
建
築
を
請
け
負
わ
せ
新
し
く
建

て
た
も
の
で
、
取
得
価
格
が
５
０
０
万

円
以
上
の
も
の
。

し
み
ず
マ
イ
ホ
ー
ム
取
得

奨
励
金
交
付
制
度
の
お
知
ら
せ

◇
新
築
住
宅

　

完
成
か
ら
１
年
以
内
の
上
記
の
新
築

住
宅
で
、
い
ま
だ
人
が
居
住
し
た
こ
と

の
な
い
も
の
。

◇
中
古
住
宅

　

過
去
に
居
住
し
て
い
た
住
宅
で
、
同

時
に
敷
地
の
取
得
を
行
い
、
そ
の
取
得

価
格
が
２
５
０
万
円
以
上
の
も
の
。
た

だ
し
、
２
親
等
以
内
の
親
族
か
ら
購
入

す
る
住
宅
は
除
く
。

※
別
荘
等
の
一
時
的
に
使
用
す
る
住
宅

　

及
び
賃
貸
住
宅
は
対
象
外
で
す
。

▼
奨
励
金
交
付
額

子育て世帯 移住者及び賃貸住宅
入居者（単身可）

現金 商品券 現金 商品券
新築（町内施工）、
新築住宅

80万円 20万円 60万円 20万円

新築（町外施工） 60万円 20万円 40万円 20万円
中古住宅 40万円 10万円 30万円 10万円

※商品券は、清水町ハーモニー商店会が発行する商品券とする。
※町内業者施工は、元請業者が町内業者である場合に限り対象
　とし、下請工事又は工事の一部を施工する場合は対象外とする。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
観
光
課
移
住
定
住
促
進
係

　

☎
62
‐
１
１
５
６

　

１
年
以
上
町
外
に
住
所
を
有
し
、
町

内
の
民
間
賃
貸
住
宅
に
転
入
さ
れ
た
人

に
対
し
て
、
家
賃
の
一
部
を
交
付
し
ま
す
。

　

転
入
日
か
ら
翌
月
末
ま
で
に
申
請
が

必
要
で
す
。

▼
奨
励
金
交
付
額

・
家
賃
月
額
（
住
宅
手
当
等
控
除
後
）

　

の
２
分
の
１
（
上
限
１
万
円
）

・
加
算
額
→
15
歳
以
下
の
者
が
世
帯
に

　

属
す
る
場
合
は
１
名
あ
た
り
５
千
円

　

を
加
算
し
ま
す
。

※
加
算
後
の
額
が
負
担
し
て
い
る
家
賃

　

を
上
回
る
場
合
は
、
負
担
額
を
奨
励

　

金
の
額
と
し
ま
す
。

▼
奨
励
金
交
付
期
間
・
交
付
期
間

・
転
入
し
た
月
か
ら
24
か
月
ま
で

・
年
２
回

　

①
４
～
９
月
分
、
②
10
月
～
３
月
分

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
観
光
課
移
住
定
住
促
進
係

　

☎
62
‐
１
１
５
６

移
住
者
賃
貸
住
宅
家
賃

奨
励
金
に
つ
い
て

　

町
内
に
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
以
上
の
賃
貸
住
宅

を
建
設
又
は
リ
フ
ォ
ー
ム
さ
れ
た
事
業

者
に
対
し
て
、
建
築
費
及
び
改
修
費
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。

賃
貸
住
宅
の
建
設
及
び

リ
フ
ォ
ー
ム
の
助
成
に
つ
い
て

　

山
菜
採
り
の
時
期
を
迎
え
る
に
あ
た

り
、
例
年
、
春
季
に
「
ヒ
グ
マ
注
意
特

別
期
間
」
を
設
定
し
注
意
喚
起
に
努
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
時
期
、
山

林
な
ど
で
は
ヒ
グ
マ
と
遭
遇
す
る
機
会

が
多
く
な
り
ま
す
。
ヒ
グ
マ
と
遭
遇
し

な
い
た
め
に
は
出
没
情
報
に
気
を
付
け
、

次
の
事
項
に
注
意
し
、
ヒ
グ
マ
に
よ
る

事
故
を
防
止
し
ま
し
ょ
う
。

◆
北
海
道
の
森
林
、
山
林
、
河
川
で
は
、

　

ヒ
グ
マ
の
出
没
を
考
え
て
行
動
し
ま

　

し
ょ
う
。

◆
単
独
行
動
を
避
け
、
早
朝
や
夕
方
、

　

雨
や
霧
で
薄
暗
い
時
に
は
森
林
、
山

　

林
、
河
川
に
入
ら
な
い
よ
う
に
し
ま

　

し
ょ
う
。　

◆
鈴
や
ラ
ジ
オ
で
音
を
出
し
な
が
ら
歩

　

き
、
ヒ
グ
マ
の
糞
や
足
跡
を
見
つ
け

　

た
ら
、
す
ぐ
に
引
き
返
し
ま
し
ょ
う
。

◆
ヒ
グ
マ
が
ゴ
ミ
の
味
な
ど
を
覚
え
る

　

と
、
そ
れ
を
目
当
て
に
人
里
近
く
ま

　

で
出
没
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
危

　

険
な
ヒ
グ
マ
を
作
ら
な
い
た
め
、
ゴ

　

ミ
や
お
供
え
物
な
ど
も
持
ち
帰
っ
て

　

処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ヒ
グ
マ
や
エ
ゾ
シ
カ
の
出
没
状
況
に

ヒ
グ
マ
・
ア
ラ
イ
グ
マ
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い

よ
っ
て
は
、
山
林
な
ど
で
ラ
イ
フ
ル
な

ど
の
銃
に
よ
り
駆
除
（
捕
獲
）
を
実
施

し
ま
す
。
森
林
、
山
林
、
河
川
に
入
る

場
合
は
オ
レ
ン
ジ
色
な
ど
目
立
つ
服
装

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

自
宅
周
辺
で
も
有
害
鳥
獣
が
寄
っ
て

こ
な
い
よ
う
に
、
ゴ
ミ
や
食
べ
物
の
残

さ
、
畜
産
飼
料
な
ど
を
適
正
に
管
理
願

い
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

農
林
課
林
務
係　

☎
62
‐
２
１
１
２

　

御
影
支
所　

☎
63
‐
２
１
１
１

　

火
入
れ
の
申
請
、
許
可
の
問
い
合
わ

せ
等
は
、
農
林
課
林
務
係
又
は
御
影
支

所
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

農
林
課
林
務
係　

☎
62
‐
２
１
１
２

　

御
影
支
所　

☎
63
‐
２
１
１
１
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②
町
内
施
工
業
者
が
行
う
住
宅
リ
フ

　
　

ォ
ー
ム
と
同
時
施
工
の
工
事

　

③
町
内
施
工
業
者
が
行
う
工
事

◆
奨
励
金
交
付
額

◇
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム

　

工
事
に
要
し
た
費
用
の
10
％
（
千
円

　

未
満
切
捨
て
）【
限
度
額
15
万
円
】

◇
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
導
入

　

工
事
に
要
し
た
費
用
の
５
％
（
千
円

　

未
満
切
捨
て
）【
限
度
額
５
万
円
】

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
観
光
課
商
工
観
光
係

　

☎
62
‐
１
１
５
６

　

町
で
は
「
木
造
住
宅
耐
震
診
断
」
及

び
「
耐
震
改
修
」
の
補
助
制
度
も
行
っ

て
い
ま
す
。

　

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
奨
励
金
交
付
制
度

の
利
用
を
予
定
さ
れ
て
い
る
人
は
、
本

紙
Ｐ
６
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

合
わ
せ
て
本
制
度
の
活
用
も
ご
検
討
く

だ
さ
い
。

◆
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
補
助
制
度
に

　

関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課
建
築
係　

☎
62
‐
２
１
１
３

　

町
内
の
建
設
業
者
が
施
工
す
る
住
宅

リ
フ
ォ
ー
ム
及
び
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ

ム
導
入
を
行
う
方
に
対
し
て
、
清
水
町

ハ
ー
モ
ニ
ー
カ
ー
ド
商
店
会
の
商
品
券

を
交
付
し
ま
す
。
こ
の
奨
励
金
交
付
制

度
は
、
町
内
の
経
済
循
環
力
を
高
め
、

地
域
活
性
化
及
び
雇
用
を
安
定
さ
せ
る

目
的
で
行
っ
て
い
ま
す
。
是
非
、
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

▼
対
象

◇
町
内
に
住
所
を
有
し
、
自
ら
所
有
・

　

居
住
す
る
住
宅
を
リ
フ
ォ
ー
ム
す
る

　

人
又
は
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設

　

置
す
る
人

◇
町
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

◇
過
去
に
こ
の
制
度
に
よ
る
奨
励
金
の

　

交
付
を
受
け
て
い
な
い
人

◆
対
象
工
事

◇
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム

　

町
内
の
施
工
業
者
が
行
い
、
そ
の
全

　

て
を
他
市
町
村
の
業
者
に
委
託
し
な

　

い
も
の
で
、
見
積
額
か
ら
対
象
外
費

　

用
を
除
い
た
額
が
50
万
円
以
上
の
工
事

◇
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
導
入

　

①
新
築
住
宅
に
設
置
す
る
工
事

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
・
太
陽
光

発
電
シ
ス
テ
ム
導
入
奨
励
金

交
付
制
度
の
お
知
ら
せ

児
童
扶
養
手
当
の
ご
案
内

▼
対
象

　

次
の
(1)
～
(9)
に
該
当
す
る
18
歳
に
達

す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で

の
間
に
あ
る
者
又
は
20
歳
未
満
で
政
令

で
定
め
る
程
度
の
障
が
い
の
状
態
に
あ

る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
、
父
又
は
母
、

養
育
者
。

（１）
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
子
ど
も

（２）
父
又
は
母
が
死
亡
し
た
子
ど
も

（３）
父
又
は
母
が
一
定
程
度
の
障
が
い
の

　

状
態
（
年
金
の
障
害
等
級
１
級
程
度
）

　

に
あ
る
子
ど
も

（４）
父
又
は
母
が
生
死
不
明
の
子
ど
も

（５）
父
又
は
母
が
１
年
以
上
遺
棄
し
て
い

　

る
子
ど
も

（６）
父
又
は
母
が
裁
判
所
か
ら
Ｄ
Ｖ
保
護

　

命
令
を
受
け
た
子
ど
も

（７）
父
又
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て

　

い
る
子
ど
も

（８）
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ
た
子
ど
も

（９）
棄
児
な
ど
で
父
母
が
い
る
か
い
な
い

　

か
が
明
ら
か
で
な
い
子
ど
も

※
離
婚
の
場
合
、
親
権
の
あ
る
父
又
は

　

母
が
、
親
権
の
な
い
父
又
は
母
と
同

　

居
し
て
い
る
場
合
、
手
当
の
受
給
が

　

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
公
的
年
金
の
受
給
な
ど
、
こ
の
他
の

　

支
給
要
件
が
あ
り
ま
す
。

　

状
況
に
よ
り
必
要
書
類
等
が
異
な
り

　

ま
す
の
で
、
ま
ず
は
子
育
て
支
援
課

　

ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

子
育
て
支
援
課
児
童
保
育
係

　

☎
69
‐
２
２
２
６

◆支給額及び所得制限（令和３年４月）
・受給資格者の所得により決定されます。
・受給資格者や同居扶養義務者の所得が所得
　制限を超える場合は、支給されません。

区分 手当月額
児童１人の
場合

全部支給：43,160円
一部支給：43,150円～10,180円
（所得に応じて決定されます）

児童２人の
場合

全部支給：53,350円
一部支給：53,330円～15,280円
（所得に応じて決定されます）

児童３人の
場合

全部支給：59,460円
一部支給：59,430円～18,340円
（所得に応じて決定されます）

児童４人目以降は省略
※支給額は、改定される場合があります。
◆支給予定日
支払日 ５月11日 ７月11日 ９月11日
支払月分 ３、４月分 ５、６月分 ７、８月分
支払日 11月11日 １月11日 ３月11日
支払月分 ９、10月分 11、12月分 １、２月分

※支払日が土・日・祝日等に当たるときは、
　その直前の平日に支払われます。

▼
対
象
要
件

・
１
戸
が
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
以
上
で
面
積
が
50

　

㎡
以
上
（
居
間
・
キ
ッ
チ
ン
の
他
に

　

２
部
屋
以
上
。
ト
イ
レ
・
バ
ス
が
独

　

立
。）

・
既
存
の
賃
貸
住
宅
の
改
修
（
賃
貸
住

　

宅
に
転
換
す
る
リ
フ
ォ
ー
ム
を
含
む
）

▼
要
件

・
建
築
及
び
リ
フ
ォ
ー
ム
は
町
内
業
者

　

が
施
工

・
町
税
等
の
完
納

※
従
業
員
や
２
親
等
以
内
の
親
族
が
入

　

居
す
る
建
物
は
対
象
外
で
す
。

▼
奨
励
金
交
付
額

・
建
物
・
リ
フ
ォ
ー
ム
経
費
の
３
割

・
上
限
額

　

建
物
１
戸
（
１
０
０
万
円
）

　

リ
フ
ォ
ー
ム
１
戸
（
50
万
円
）

【
賃
貸
住
宅
移
住
者
定
住
助
成
金
】

・
建
築
・
リ
フ
ォ
ー
ム
完
成
後
、
最
初

　

の
入
居
者
が
町
外
か
ら
転
入
し
た
世

　

帯
の
場
合
に
建
主
に
助
成
金
を
交
付

　

し
ま
す
。

・
助
成
額　

１
戸
50
万
円

▼
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
観
光
課
移
住
定
住
促
進
係

　

☎
62
‐
１
１
５
６

自
立
支
援
医
療
（
育
成
医
療
）
の

ご
案
内

　

育
成
医
療
は
身
体
に
障
が
い
の
あ
る

児
童
で
、
そ
の
障
が
い
を
除
去
、
軽
減

す
る
治
療
で
確
実
に
効
果
が
期
待
で
き

る
児
童
に
対
し
、
必
要
な
医
療
費
（
手

術
費
用
、
入
院
費
等
）
の
一
部
を
公
費

で
負
担
す
る
制
度
で
す
。

▼
対
象

　

身
体
に
障
が
い
が
あ
り
手
術
等
に
よ

り
、
そ
の
障
が
い
を
除
去
、
軽
減
す
る

こ
と
が
確
実
に
期
待
で
き
る
児
童
の
保

護
者
。

▼
対
象
と
な
る
障
が
い
や
疾
患

・
視
覚
障
害
…
白
内
障
、
先
天
性
緑
内

　

障
・
聴
覚
障
害
…
先
天
性
耳
奇
形

・
言
語
障
害
…
口
蓋
裂
等

・
肢
体
不
自
由
…
先
天
性
股
関
節
脱
臼

　

等
・
内
部
障
害
…
心
臓
、
腎
臓
、
肝
臓
、

　

小
腸
、
免
疫
、
そ
の
他
先
天
性
内
臓

　

障
害

　

状
況
に
よ
り
、
必
要
書
類
等
が
異
な

り
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
子
育
て
支
援
課

ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

子
育
て
支
援
課
児
童
保
育
係

　

☎
69
‐
２
２
２
６

児
童
手
当
の
ご
案
内

　

児
童
手
当
は
、
家
庭
等
に
お
け
る
生

活
の
安
定
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
次

代
の
社
会
を
担
う
児
童
の
健
や
か
な
成

長
に
資
す
る
た
め
に
支
給
す
る
も
の
で

す
。

▼
対
象

　

０
歳
か
ら
中
学
校
修
了
前
（
15
歳
到

達
後
の
最
初
の
3
月
31
日
）
ま
で
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
父
母
等

◆支給額
所得制限を超え
ない場合（児童
手当）

３歳未満 月額　15,000円（一律）
３歳以上
小学校修了前

月額　10,000円（第３子
以降は15,000円）※注

中学生 月額　10,000円（一律）
所得制限を超え
る場合（特例給付）

０歳～中学生 月額　5,000円（一律）

※注　第３子以降とは、高校卒業まで（18歳の誕生日後の最
　　　初の３月31日まで）の養育している児童のうちの第３子
　　　以降をいいます。
◆所得制限
　児童を養育している人の所得（※注）が所得制限限度額
以上の場合、特例給付として月額一律5,000円支給します。
扶養親族等の数 所得制限限度額

０人 622万円
１人 660万円
２人 698万円
３人 736万円
４人 774万円
５人 812万円

※扶養親族等が６人以上の場合は、１人につき所得制限限
　度額に38万円を加算します。
※注　配偶者、同居家族の所得は合算しません。
◆支給予定日

支払日 ６月10日 10月10日 ２月10日
支払月分 ２～５月分 ６～９月分 10～１月分

※毎年６月、10月、２月の３期に、それぞれの前月分まで　
　が支給されます。
※支払日が土・日・祝日等に当たるときは、その直前の平　
　日に支払われます。　

出
生
や
転
入
の
際
に
、
役
場
窓
口
、
御

影
支
所
又
は
子
育
て
支
援
課
で
申
請
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

子
育
て
支
援
課
児
童
保
育
係

　

☎
69
‐
２
２
２
６
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清
水
町
専
用 

新
型
コ
ロ
ナ

ワ
ク
チ
ン
接
種
の

相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
し
た

　

相
談
窓
口
で
は
、
ワ
ク
チ
ン
や
接
種

に
関
し
て
の
相
談
が
で
き
ま
す
。
相
談

業
務
は
Ｊ
Ｐ
ツ
ー
ウ
ェ
イ
コ
ン
タ
ク
ト

株
式
会
社
（
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
）
が

代
行
し
ま
す
。

　

電
話
番
号
は
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
「
０

１
２
０
‐
６
６
６
‐
７
８
３
」
で
す
。

　

な
お
、
開
設
時
間
は
８
時
か
ら
20
時

ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
相
談
窓
口
に
つ
い
て
は
無
休
で
す
。

※
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
券
を
４
月
下
旬
か

　

ら
高
齢
者
の
皆
さ
ま
か
ら
順
次
郵
送

　

を
始
め
る
予
定
で
す
。
接
種
券
を
受

　

け
取
り
後
に
接
種
の
予
約
が
で
き
ま

　

す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　

☎
67
‐
７
３
２
０

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
ご
案
内

　

20
歳
未
満
で
精
神
又
は
身
体
に
障
が

い
を
有
す
る
児
童
（
以
下
「
対
象
児
童
」

と
い
い
ま
す
。）
を
家
庭
で
監
護
、
養

育
し
て
い
る
父
母
等
。

　

た
だ
し
、
次
の

（１）
～

（３）
に
該
当
す
る

場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

（１）
受
給
資
格
者
や
対
象
児
童
が
、
日
本

　

国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き
。 

（２）
対
象
児
童
が
、
児
童
福
祉
施
設
等
に

　

入
所
し
て
い
る
と
き
（
た
だ
し
、
通

　

所
し
て
い
る
場
合
は
除
く
）。 

（３）
対
象
児
童
が
、
障
が
い
を
事
由
と
す

　

る
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
。

▼
認
定
基
準

　

認
定
に
は
、
１
級
認
定
、
２
級
認
定

が
あ
り
、
以
下
が
お
お
よ
そ
の
基
準
と

な
り
ま
す
。

・
１
級

　

療
育
手
帳
Ａ
・
身
体
障
害
者
手
帳
１
、

　

２
級

・
２
級

　

療
育
手
帳
Ｂ
・
身
体
障
害
者
手
帳
３

級
又
は
４
級
の
一
部

※
手
帳
が
な
く
て
も
特
別
児
童
扶
養
手

　

当
の
支
給
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り

　

ま
す
。
ま
た
、
療
育
手
帳
や
身
体
障

　

害
者
手
帳
が
上
記
の
級
に
当
て
は
ま

　

っ
て
い
て
も
、
診
断
書
の
内
容
で
変

　

わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
手
当
の
審
査
・
認
定
・
支
給
は
、
北

　

海
道
が
行
い
ま
す
。

▼
所
得
制
限

・
受
給
資
格
者
、
配
偶
者
及
び
同
居
扶

　

養
義
務
者
の
所
得
の
い
ず
れ
か
が
、

　

所
得
限
度
額
を
超
え
る
場
合
は
、
支

　

給
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
状
況
に
よ
り
必
要
書
類
等
が
異
な
り

　

ま
す
の
で
、
子
育
て
支
援
課
ま
で
ご

　

相
談
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

子
育
て
支
援
課
児
童
保
育
係

　

☎
69
‐
２
２
２
６

◆支給額（令和３年４月分から令和４年３月分まで）
障害等級 手当月額
1級 52,500円
2級 34,970円

◆所得制限
・受給資格者、配偶者及び同居扶養義務者の所得の
いずれかが、所得限度額を超える場合は、支給され
ません。
◆支給予定日
支払日 ４月11日 ８月11日 11月11日
支払月分 12～３月分 ４～７月分 ８～11月分
※支払日が土曜日、日曜日及び祝日等、金融機関の
　休業日に当たるときは、その直前の平日に支払わ
　れます。

フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
事
業
に

活
用
す
る
食
品
を
提
供

し
て
く
だ
さ
い

　

清
水
町
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
新

た
な
取
り
組
み
と
し
て
「
フ
ー
ド
ド
ラ

イ
ブ
事
業
を
始
め
ま
す
。

「
フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
事
業
と
は
…
」

　

ご
自
宅
で
使
い
切
れ
な
く
て
余
っ
て

い
る
食
べ
物
を
ご
提
供
い
た
だ
き
、
社

会
福
祉
協
議
会
が
６
月
以
降
に
開
催
を

予
定
し
て
い
る
地
域
食
堂
や
、
様
々
な

事
業
、
社
会
福
祉
団
体
等
で
活
用
さ
せ

て
い
た
だ
く
事
業
で
す
。

　

ま
だ
、
食
べ
ら
れ
る
の
に
捨
て
ら
れ

る
フ
ー
ド
ロ
ス
の
削
減
と
食
を
通
し
た

事
業
に
活
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

〈
随
時
提
供
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
食
品
〉

・
穀
類
（
米
、
乾
麺
、
小
麦
粉
）

・
保
存
食
品
（
缶
詰
、
瓶
詰
、
レ
ト
ル

　

ト
食
品
等
）

・
乾
物
（
海
苔
、
豆
、
乾
燥
野
菜
等
）

・
調
味
料
各
種
（
食
用
油
、
カ
レ
ー
ル

　

ー
等
）

・
飲
料
（
ジ
ュ
ー
ス
、
コ
ー
ヒ
ー
、
お

　

茶
等
）

※
未
開
封
で
賞
味
期
限
内
、
常
温
保
存

　

が
可
能
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
冷
凍

　

食
品
や
生
も
の
で
な
い
こ
と
。

〈
地
域
食
堂
開
催
直
前
に
提
供
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
る
食
品
〉

・
野
菜
、
果
物
、
生
鮮
品
、
冷
凍
食
品
、

　

ハ
ム
等
加
工
品
、
パ
ン
、
生
め
ん
な
ど

※
保
存
場
所
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、

　

直
前
に
ご
提
供
い
た
だ
く
こ
と
に
な

　

り
ま
す
。

※
い
ず
れ
も
腐
敗
し
た
も
の
や
再
冷
凍

　

さ
れ
た
も
の
は
不
可
で
す
。

※
準
備
の
都
合
上
、
１
週
間
前
に
提
供

　

品
目
に
つ
い
て
ご
連
絡
願
い
ま
す
。

　

な
お
、
地
域
食
堂
の
開
催
日
に
つ
い

　

て
は
、
決
定
次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
申
込
先
・
期
限

　

５
月
28
日

（金）
ま
で
に
清
水
町
社
会
福

祉
協
議
会
（
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
受
付
時
間
は
８
時
30
分
か
ら
17
時
30

　

分
ま
で
で
す
。（
月
～
金
）

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

清
水
町
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
69
‐
２
２
０
０

要
約
筆
記
奉
仕
員
養
成
講
座

開
催
の
お
知
ら
せ

　

要
約
筆
記
は
中
途
で
聴
力
を
失
っ
た

人
（
中
途
失
聴
）
や
難
聴
な
ど
、
聞
こ

え
の
不
自
由
な
人
の
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
１
つ
で
す
。
会
話

や
講
演
会
の
内
容
な
ど
を
文
字
に
変
え

て
伝
え
ま
す
。

　

手
話
以
外
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
興
味
の
あ
る
人
は
、
ど
う
ぞ
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

　

要
約
筆
記
の
基
礎
知
識
、
話
の
内
容

を
書
い
て
伝
え
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
、

聴
覚
障
が
い
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
な
ど
を
全
８
回
の
講
座
で
学
び
ま
す
。

▼
開
催
期
間

　

５
月
25
日

（火）
～
７
月
13
日

（火）

※
右
記
の
期
間
に
合
計
８
回
を
予
定

▼
開
催
時
間　

10
時
～
15
時

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

帯
広
市
障
害
福
祉
課

　

☎
０
１
５
５
‐
65
‐
４
１
４
８

　
　

０
１
５
５
‐
23
‐
０
１
６
３

子
育
て
家
庭
に
育
児
用
品
を

貸
し
付
け
ま
す

　

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
、
ベ
ビ
ー
カ
ー
、

ベ
ビ
ー
ラ
ッ
ク
を
１
年
間
無
料
で
貸
出

ま
す
。
ご
予
約
は
２
か
月
前
か
ら
受
け

付
け
ま
す
。

▼
対
象

　

町
民
で
、
小
学
校
就
学
前
の
お
子
さ

ん
の
保
護
者
な
ど

▼
必
要
な
も
の

　

印
鑑
、
身
分
を
証
明
す
る
も
の
。

※
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
貸
付
申
請
に

　

は
運
転
免
許
証
、
車
検
証
が
必
要
で
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
69
‐
２
２
２
６

子育て支援センター事業について 

■げんきひろば　 9：30～11：30
※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。

■御影げんきひろば　10：00～11：30
※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。

■ＰＭげんき　13：30～15：30
※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。
※げんきひろばのスペースを開放します。

■げんき・よちよちひろば　9：30～11：30
※０歳～おおむね１歳半までの子とその保護者
　　　　が対象です。

■ベビーマッサージ　11：00～11：30
※おおむね生後１か月から
※持ち物　バスタオル、小さめのレジャーシー
　　　　　ト（おしっこ防水シート）、おむつ

■ファミリーデー　9：30～11：30
※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。
◎会場は、保健福祉センターです。
◎御影げんきひろばの会場は御影改善センターです。
◎詳しくは、子育て支援センター（☎69-2226）
　までお問い合わせください。
◎第５週目はお休みです。

御影げんき

げんき

ベビマ

よちよち

ＰＭげんき

ファミリー

　令和３年５月の子育て支援センター事業を次のとおり行います。

子育て支援センター事業カレンダー
令和３年５月

日 月 火 水 木 金 土
１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

ファミリー

御影げんき

ＰＭげんき

げんき

げんき

ＰＭげんき

げんき

御影げんき

ＰＭげんき

げんき

ベビマ

ＰＭげんき

よちよち

ベビマ

ＰＭげんき

よちよちげんき

げんき

ベビマ

ＰＭげんき

よちよち

ベビマ

ＰＭげんき

よちよち

げんき

ＰＭげんき

げんき

ＰＭげんき

御影げんき

ＰＭげんき

げんき

げんき

ＰＭげんき
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ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
に

参
加
し
ま
せ
ん
か

　

ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
と
は
、
裸
の
あ

か
ち
ゃ
ん
の
全
身
を
優
し
く
マ
ッ
サ
ー

ジ
す
る
も
の
で
す
。
お
子
さ
ん
の
発
育

や
情
緒
の
発
達
を
う
な
が
す
効
果
が
あ

り
ま
す
。

　

ま
た
、
育
児
の
ス
ト
レ
ス
を
や
わ
ら

げ
、
楽
し
く
お
子
さ
ん
と
向
き
合
う
時

間
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

目
と
目
を
合
わ
せ
な
が
ら
の
優
し
い

タ
ッ
チ
で
お
子
さ
ん
へ
「
大
好
き
」
の

気
持
ち
を
伝
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
対
象　

お
お
む
ね
生
後
１
か
月
か
ら

▼
日
時　

毎
月
第
１
～
４
木
曜
日
（
第
５

週
目
は
お
休
み
で
す
）
11
時
～
11
時
30
分

▼
場
所　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
持
ち
物　

　

バ
ス
タ
オ
ル
、
小
さ
め
の
レ
ジ
ャ
ー
シ

ー
ト
（
お
し
っ
こ
防
水
シ
ー
ト
）、
オ
ム
ツ

▼
そ
の
他　

　

事
前
申
し
込
み
の
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

参
加
は
無
料
で
す
。

　

参
加
回
数
に
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
係

　

☎
69
‐
２
２
２
６

「
高
齢
者
介
護
用
品
購
入

助
成
事
業
」
の
対
象
者
が

一
部
拡
大
と
な
り
ま
し
た

　

町
で
は
、
高
齢
者
介
護
用
品
購
入
費

助
成
事
業
と
し
て
、
介
護
用
品
の
紙
お

む
つ
、
紙
パ
ン
ツ
、
尿
取
り
パ
ッ
ド
を

対
象
に
、
購
入
費
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

対
象
者
が
４
月
１
日
よ
り
一
部
拡
大
と

な
り
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
い
た
し

ま
す
。

【
４
月
１
日
か
ら
】

　

要
介
護
度
が
３
・
４
又
は
５
の
介
護

認
定
を
受
け
て
い
る
人
を
自
宅
で
介
護

し
て
い
る
人

▼
必
要
な
も
の　

　

介
護
保
険
証
、
印
鑑

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
在
宅
支
援
係

　

☎
69
‐
２
２
３
３

　

町
で
は
、
高
齢
者
の
交
通
支
援
等
を

目
的
に
タ
ク
シ
ー
乗
車
券
を
助
成
し
て

い
ま
す
が
、
４
月
１
日
よ
り
交
付
対
象

者
を
一
部
拡
大
し
、
運
転
免
許
証
失
効

者
も
対
象
と
し
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

「
高
齢
者
タ
ク
シ
ー
乗
車
券

助
成
事
業
」
の
対
象
者
が

一
部
拡
大
と
な
り
ま
し
た

外
出
時
の
緊
急
連
絡
先

カ
ー
ド
を
作
製
し
ま
す

　

外
出
時
に
具
合
が
悪
く
な
っ
た
際
、

あ
ら
か
じ
め
緊
急
時
の
連
絡
先
な
ど
を

示
し
た
カ
ー
ド
を
身
に
着
け
て
お
く
と
、

周
囲
に
緊
急
連
絡
先
を
伝
え
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
カ
ー
ド
作

製
希
望
者
は
保
健
福
祉
課
在
宅
支
援
係

へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
必
要
な
も
の

　

印
鑑
、
写
真
（
横
２
cm
、
縦
３
cm
程

度
・
希
望
者
の
み
）

▼
費
用　

無
料

▼
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
在
宅
支
援
係

　
☎
69
‐
２
２
３
３

　　　 　しみず　　　 たろう

氏　名　清 水　太 郎
血液型　 Rh+ A

生年月日　昭和　年　月　日

住　所　 上川郡清水町南４条２丁目２

かかりつけ医療機関

　○○医院　0156-62-1234

　○○病院　0156-62-9876

緊急連絡先①　清水良子（妻）　090-0123-4567

緊急連絡先②　清水良夫（知人）　090-9876-5432

必要な場合

写真貼り付け

基本の様式です。ラミネートしてお渡しします。

※個人情報に配慮した記載内容にすることも可能です。

救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
を

配
付
し
て
い
ま
す

　

救
急
隊
員
等
が
緊
急
時
に
迅
速
で
適

切
な
救
急
措
置
を
行
う
た
め
、
希
望
者

に
救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
を
無
償
で
配

付
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象

　

本
町
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
人
で
、

・
65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
人

・
70
歳
以
上
の
方
の
み
で
構
成
さ
れ
る

　

世
帯
の
人

▼
使
い
方

・
ケ
ー
ス
外
側
に
氏
名
を
記
入
し
ま
す
。

・
ケ
ー
ス
の
中
に
入
っ
て
い
る
救
急
情

　

報
用
紙
に
、
か
か
り
つ
け
医
療
機
関

　

や
緊
急
時
の
連
絡
先
等
を
記
入
し
て

　

ケ
ー
ス
の
中
に
戻
し
、
冷
蔵
庫
に
保

　

管
し
ま
す
。

・
ケ
ー
ス
の
中
に
入
っ
て
い
る
シ
ー
ル

　

は
、
１
枚
を
玄
関
の
見
え
や
す
い
場

　

所
に
、
も
う
１
枚
は
冷
蔵
庫
の
扉
に

　

貼
り
ま
す
。
残
り
１
枚
は
予
備
と
な

　

り
ま
す
。

・
駆
け
つ
け
た
救
急
隊
員
等
が
シ
ー
ル

　

を
見
て
、
キ
ッ
ト
の
所
在
を
確
認
し
、

　

救
急
措
置
に
役
立
て
ま
す
。

※
お
薬
情
報
、
か
か
り
つ
け
医
、
緊
急

　

連
絡
先
な
ど
の
救
急
情
報
は
こ
ま
め

　

な
見
直
し
と
修
正
が
重
要
で
す
。

▼
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
在
宅
支
援
係

　
☎
69
‐
２
２
３
３

介
護
マ
ー
ク
名
札
を

配
付
し
て
い
ま
す

　

高
齢
者
等
の
介
護
は
、
他
の
人
か
ら

見
る
と
介
護
を
し
て
い
る
こ
と
が
理
解

さ
れ
に
く
く
、
誤
解
や
偏
見
を
持
た
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

介
護
を
す
る
人
、
さ
れ
る
人
を
温
か

く
見
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
周
囲

の
人
に
介
護
中
と
伝
え
る
「
介
護
マ
ー

ク
名
札
」
を
配
付
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象

・
町
内
に
住
所
を
有
す
る
高
齢
者
等
の

　

介
護
者

・
町
内
に
所
在
す
る
介
護
事
業
所
の
職
員

・
町
内
に
居
住
し
、
介
護
ボ
ラ
ン
テ
ィ

　

ア
を
し
て
い
る
人

▼
必
要
な
も
の　

印
鑑
（
申
請
時
）

▼
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
在
宅
支
援
係

　
☎
69
‐
２
２
３
３

成
年
後
見
制
度
の

利
用
に
つ
い
て

　

判
断
能
力
が
精
神
上
の
障
が
い
（
認

知
症
、
知
的
障
が
い
、
精
神
障
が
い
等
）

に
よ
り
不
十
分
な
場
合
に
、
財
産
（
預

貯
金
や
不
動
産
）
管
理
に
関
す
る
支
援

や
、
介
護
・
福
祉
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
の

各
種
手
続
き
や
支
払
い
な
ど
日
常
生
活

上
の
支
援
を
行
う
た
め
、
家
庭
裁
判
所

が
本
人
に
対
す
る
援
助
者
（
後
見
人
等
）

を
選
び
、
本
人
の
支
援
を
行
う
制
度
が

成
年
後
見
制
度
で
す
。

　

制
度
に
は
、
家
庭
裁
判
所
へ
後
見
開

始
の
申
立
て
を
行
う
「
法
定
後
見
制
度
」

と
、
将
来
の
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
公
正

証
書
で
結
ん
で
お
い
た
任
意
後
見
契
約

に
従
い
、
本
人
の
判
断
能
力
が
不
十
分

に
な
っ
た
と
き
に
任
意
後
見
人
が
本
人

を
援
助
す
る
「
任
意
後
見
制
度
」
が
あ

り
ま
す
。

　

町
で
は
、
権
利
擁
護
支
援
セ
ン
タ
ー

事
業
を
町
社
会
福
祉
協
議
会
に
委
託
し
、

連
携
し
て
成
年
後
見
制
度
の
利
用
支
援

を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

▼
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

・
保
健
福
祉
課
在
宅
支
援
係

　

☎
69
‐
２
２
３
３

・
清
水
町
社
会
福
祉
協
議
会　

　

☎
69
‐
２
２
０
０

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成

講
座
を
受
講
し
ま
せ
ん
か
？

　
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」
と
は
、
認

知
症
の
人
や
そ
の
家
族
の
「
応
援
者(

サ
ポ
ー
タ
ー)

」
で
す
。

　

よ
り
多
く
の
人
に
「
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
」
と
な
っ
て
い
た
だ
き
、
認
知
症

に
な
っ
て
も
安
心
し
て
生
活
が
で
き
る

地
域
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」
に
な
る
に
は
、

「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
」
の

受
講
が
必
要
で
す
。

「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
」
は

◆
お
お
む
ね
５
名
以
上
の
団
体
で
あ
れ

　

ば
開
催
が
可
能
で
す
（
サ
ー
ク
ル
・

　

町
内
会
・
職
場
・
学
校
な
ど
）。

◆
内
容
は
、
認
知
症
の
原
因
疾
患
、
そ

　

の
症
状
や
対
応
支
援
な
ど
で
、
時
間

　

は
１
時
間
～
１
時
間
30
分
程
度
で
す
。

◆
受
講
後
、「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」　

　

の
証
で
あ
る
「
オ
レ
ン
ジ
リ
ン
グ
」

　

を
お
渡
し
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
在
宅
支
援
係

　
☎
69
‐
２
２
３
３

▼
対
象

　

本
町
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
人
で
、

①
要
支
援
、
要
介
護
認
定
者

②
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事

業
対
象
者

③
運
転
免
許
証
自
主
返
納
者
・
失
効
者

【
４
月
１
日
か
ら
の
変
更
点
】

　

運
転
免
許
証
失
効
者
も
対
象
と
し
ま

す
。

※
申
請
時
は
、
認
定
を
受
け
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
介
護
保
険
被
保
険
者
証
や
、

運
転
免
許
証
返
納
の
際
に
警
察
署
で
発

行
さ
れ
る
運
転
免
許
証
取
消
通
知
書
も

し
く
は
運
転
経
歴
証
明
書
、
失
効
し
た

こ
と
が
わ
か
る
無
効
免
許
証
な
ど
が
必

要
で
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
在
宅
支
援
係

　

☎
69
‐
２
２
３
３
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高齢者等在宅福祉サービスのご案内

　町では、次の高齢者等在宅福祉サービスを実施しています。サービスの利用希望者は、保健福祉課在
宅支援係（町地域包括支援センター）☎69-2233までご相談ください。

項　目 内　容 対　象　者 費　用

給食サービス ●週３回（月、水、金）の夕食時に、弁当
　を宅配します。
●併せて安否確認も行います。
●週１回からの利用もできます。
●特別食（塩分制限、たんぱく制限等）の
　対応はできません。

●おおむね65歳以上の独居、高齢者のみの世帯
　及びこれに準ずる世帯の方
●身体障がい者であって、心身の障がい及び傷
　病等の理由により調理が困難な方

１食
500円

移送サービス ●送迎車両により、週１回程度、医療機関
　への通院等の移動支援をします。
●入院中で他の医療機関での受診や検査の
　必要時、入退院と入院中の外泊及び外出
　の移動支援も対象です。

●おおむね65歳以上の虚弱又は寝たきりなど移
　動が困難な高齢の方
●重度身体障がい者で、外出が困難な方
※車椅子による移動の方が対象です。

無料

除雪サービス ●申請により、あらかじめ登録された世帯
　について、11月から翌年３月の間に、お
　おむね10cm 以上の降雪があった場合に除
　雪を実施します。
●気象状況により、翌日に実施となる場合
　もあります。
●農村地域は、町の除雪に合わせて実施し
　ます。

●おおむね65歳以上の独居、高齢者のみの世帯
　及びこれに準ずる世帯で、虚弱又は身体的理
　由により除雪が困難な世帯
●重度身体障がい者世帯で除雪が困難な世帯
※同地域に親族が居住している場合は、利用対
　象外となる場合があります。

無料

高齢者等見守り
安心事業

●電話（週３回）と訪問（月１回）による
　安否確認を町内事業所の業務委託により
　行います。

●70歳以上の者で構成されている世帯に属する方
●身体障害者手帳（１級又は２級）の交付を受け
　た方で独居世帯の方
●70歳以上の方及び身体障がい者で構成される世
　帯の方　

無料

高齢者等
短期入所事業

●介護している家族等が旅行や冠婚葬祭等
　の用事又は介護疲れなどの特別な事由に
　より、居宅における介護が困難になった
　場合に、一時的な短期入所を支援する事
　業です。

●要介護・要支援認定で非該当と判定された方
●重度身体障がい者で介護を必要とする方

※介護保険によるサービス費等の支給限度額を
超えた場合にも適用される場合があります。

日額
2,400円

緊急通報機器
設置事業

●緊急時に消防１１９へボタン１つで通報
　できる緊急通報機器・ペンダントを貸し
　出します。
●自宅に固定電話が設置されていることが
　条件です。また、協力員の確保が必要です。

●70歳以上の方で構成されている世帯の方
●重度身体障がい者で独居の方
●70歳以上の者及び重度身体障がい者で構成さ
　れている世帯の方

無料

高齢者
タクシー乗車券
助成事業

●年額12,000円（月額1,000円）のタクシー
　運賃を助成します。
●申請月から助成対象となります。
●町内のタクシー会社のみ利用可能です。

●要介護・要支援認定を受けている方、介護予防・
　生活支援サービス事業の対象者、運転免許証
　自主返納者、運転免許失効者
※特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老
　人ホーム入所者及び清水町重度障がい者タク
　シー乗車券助成事業対象者は対象外です。

無料

<要介護３以上の方のみ該当 >
高齢者介護用品
購入費助成事業

●介護用品の紙おむつ、紙パンツ、尿取り
　パッドを対象に月額6,500円を助成します。
●申請月から助成対象となります。

●要介護３～５の介護認定を受けている方を現
　に自宅で介護している方

無料

▼
費
用

　

病
院
に
よ
り
接
種
料
金
が
異
な
り
ま

す
。
料
金
の
一
部
（
税
込
４
千
円
）
を

町
で
負
担
し
ま
す
。

※
生
活
保
護
世
帯
の
人
は
全
額
町
で
負

　

担
し
ま
す
。

※
介
護
老
人
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て

　

い
る
人
や
町
外
の
医
療
機
関
に
入
院

　

し
て
い
る
人
は
、
町
外
の
施
設
や
病

　

院
で
の
接
種
も
一
部
を
町
で
負
担
し

　

ま
す
。

▼
申
込
方
法

　

令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
に
各
医
療

機
関
に
直
接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　

☎
67
‐
７
３
２
０

　

高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防

接
種
の
対
象
者
に
は
、
接
種
費
用
の
一

部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。
接
種
を
希
望

さ
れ
る
人
は
、
予
防
効
果
や
副
反
応
な

ど
を
十
分
に
理
解
し
た
う
え
で
、
医
師

と
相
談
し
接
種
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
対
象

①
令
和
４
年
３
月
末
ま
で
に
65
、
70
、

　

75
、
80
、
85
、
90
、
95
、
100
歳
に
な

　

る
人
（
今
年
度
対
象
者
に
は
個
別
に

　

案
内
を
送
付
し
て
い
ま
す
）

②
接
種
当
日
に
60
歳
か
ら
65
歳
未
満
の

　

人
で
、
心
臓
、
腎
臓
、
呼
吸
器
機
能

　

又
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ

　

り
免
疫
の
機
能
で
日
常
生
活
が
ほ
と

　

ん
ど
不
可
能
な
程
度
の
障
が
い
が
あ

　

る
人

※
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
た
こ

　

と
の
あ
る
人
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

▼
場
所　

町
内
医
療
機
関
（
個
別
接
種
）

▼
接
種
ワ
ク
チ
ン

　

23
価
肺
炎
球
菌
莢
膜
ポ
リ
サ
ッ
カ
ラ

イ
ド
ワ
ク
チ
ン

▼
接
種
回
数　

１
回

▼
接
種
間
隔

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
の

接
種
前
後
13
日
は
接
種
で
き
ま
せ
ん
。

高
齢
者
肺
炎
球
菌

予
防
接
種
の
お
知
ら
せ

　

こ
の
機
会
に
骨
の
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク

し
て
、
毎
日
の
生
活
習
慣
改
善
に
お
役

立
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者

　

町
民
で
18
歳
以
上
の
女
性
（
平
成
16

年
３
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
）

※
妊
娠
の
可
能
性
の
あ
る
人
は
検
診
を

　

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

▼
日
時

　

令
和
４
年
３
月
31
日

（木）
ま
で
の
毎
週

骨
粗
し
ょ
う
症
検
診
を

行
い
ま
す

水
曜
日

　
【
受
付
時
間
】
14
時
～
、
15
時
～

▼
場
所　

清
水
赤
十
字
病
院

▼
費
用　

６
０
０
円　

※
生
活
保
護
世
帯
は
無
料
に
な
り
ま
す

　

の
で
、
病
院
で
の
受
付
時
に
お
申
し

　

出
く
だ
さ
い
。

▼
定
員　

20
名　

※
定
員
に
な
り
次
第
終
了
し
ま
す
。

▼
申
込
先

　

検
査
希
望
日
前
日
ま
で
に
清
水
赤
十

字
病
院
（
☎
62
‐
２
５
１
３
）
に
予
約

し
、
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
検
査
内
容

　

極
微
量
の
エ
ッ
ク
ス
線
に
よ
り
、
前

腕
の
骨
量
を
測
定
し
ま
す
。

　
【
検
診
の
流
れ
】

１ 

受
付
、
検
診
料
金
の
支
払
い

※
受
付
時
に
町
民
で
あ
る
こ
と
を
確
認

　

し
ま
す
の
で
、
健
康
保
険
証
な
ど
の

　

現
住
所
を
証
明
で
き
る
物
を
持
参
願

　

い
ま
す
。

２ 

問
診
票
記
入　
　
　
　
　
　
　

３ 

検
査
実
施

４ 

医
師
よ
り
結
果
説
明

※
検
診
の
結
果
、
精
密
検
査
が
必
要
な

　

人
に
は
「
精
密
検
査
依
頼
書
」
を
お

　

渡
し
し
ま
す
。
そ
の
文
書
を
持
参
し
、

　

精
密
検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
結

　

果
受
け
取
り
後
、
町
管
理
栄
養
士
の

　

栄
養
相
談
を
希
望
す
る
人
は
、
保
健

　

福
祉
課
健
康
推
進
係
ま
で
ご
連
絡
く

　

だ
さ
い
。
ま
た
、
必
要
な
人
に
は
後

　

日
、
町
か
ら
ご
連
絡
さ
せ
て
い
た
だ

　

く
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

受
診
に
際
し
て
提
供
さ
れ
た
個
人
情

　

報
は
検
診
の
目
的
以
外
に
利
用
し
ま

　

せ
ん
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　

☎
67
‐
７
３
２
０
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生
活
習
慣
病
や
各
種
が
ん
疾
患
等
を

早
期
に
発
見
す
る
た
め
に
、
集
団
健
診

（
検
診
）
を
行
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
こ

の
機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

各
検
診
を
受
け
て
い
た
だ
く
と
、
ハ
ー

モ
ニ
ー
カ
ー
ド
に
健
康
ポ
イ
ン
ト
が
つ

き
ま
す
。

▼
日
時
・
場
所

・
御
影
公
民
館

　

６
月
９
日

（水）
、
６
月
10
日

（木）　
　

・
文
化
セ
ン
タ
ー

　

６
月
15
日

（火）
、
６
月
16
日

（水）　

【
受
付
時
間
】
い
ず
れ
の
日
も
６
時
30

分
～
10
時
30
分
（
30
分
区
切
り
で
す
）

集
団
健
診
（
検
診
）
の
ご
案
内

◆対象者
特定健診 清水町国保に加入されている

40～74歳の人
※年度内に40歳になる人は無
料で受けられます。

早目健診 20～39歳の人（清水町国保以
外の人も受けられます。）

後期高齢者健診 後期高齢者医療の被保険者
胃がん検診
肺がん（結核）検診
大腸がん検診
CT 肺がん検診

40歳以上の人（清水町国保以
外の人も受けられます。）※腸
閉塞や腸ねん転、大腸憩室炎
等で治療を受けたことがある
人や、透析中などで水分制限
のある人、呼吸器疾患で常時
酸素吸入をしている人は、胃
がん検診を受診できません。
※妊娠中の人は、胃がん検診、
肺がん検診、CT 肺がん検診を
受診できません。

内臓脂肪 CT 検査 20歳以上の人※妊娠中の人は
受診できません。

喀痰検査 50歳以上で、肺がん検診又は
ＣＴ肺がん検診を受診する方で、
ブリンクマン指数（＝喫煙年
数×１日の喫煙本）が600を
超えている人
※禁煙して10年以上経過してい
る人は除く。

前立腺がん検診 50歳以上の男性
肝炎ウイルス検診 40歳以上で過去に検診を受け

たことのない人
風しん抗体検査 風しん無料クーポン送付者の

男性のみ

▼
必
要
な
も
の　

問
診
票
、
健
康
保
険
証

▼
そ
の
他

　

検
査
内
容
や
検
診
料
な
ど
の
詳
細
は
、

広
報
し
み
ず
４
月
号
の
折
込
み
チ
ラ
シ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
方
法

　

５
月
17
日

（月）
ま
で
に
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
内
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係
へ
、

電
話
、
FAX
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
又
は
直

接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
後
日
、
健

診
（
検
診
）
の
日
時
や
要
領
を
申
込
者

に
通
知
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　

☎
67
‐
７
３
２
０

　

FAX 

69
‐
２
２
２
３

　

北
斗
病
院
・
帯
広
厚
生
病
院
で
の
脳

ド
ッ
ク
の
助
成
を
行
い
ま
す
。
北
斗
病

院
で
の
検
査
内
容
は
問
診
、
医
師
の
診

察
、
血
液
検
査
、
血
圧
検
査
、
尿
検
査
、

眼
底
検
査
、
頚
動
脈
エ
コ
ー
、
心
電
図

検
査
、
Ｍ
Ｒ
Ｉ
・
Ｍ
Ｒ
Ａ
撮
影
で
す
。

（
60
歳
以
上
は
簡
易
認
知
症
検
査
、
動

脈
硬
化
検
査
も
追
加
さ
れ
ま
す
）

　

清
水
町
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
は
、

脳
ド
ッ
ク
を
受
診
さ
れ
る
と
特
定
健
診

を
受
診
し
た
こ
と
に
な
り
、
年
度
内
で

の
集
団
・
個
別
で
の
特
定
健
診
は
受
診

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
検
査
結
果
に
よ
っ
て
町
保
健

師
・
栄
養
士
か
ら
保
健
指
導
・
栄
養
指

導
が
あ
り
ま
す
。

▼
対
象

　

北
斗
病
院
は
40
歳
以
上
の
町
民
で
前

年
度
町
の
補
助
を
受
け
て
脳
ド
ッ
ク
を

受
診
し
て
い
な
い
人

＊
帯
広
厚
生
病
院
は
40
歳
以
上
の
清
水

町
国
民
健
康
保
険
加
入
者
及
び
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
の
被
保
険
者
で
、
町
が

実
施
す
る
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
さ
れ
る

人
は
、
脳
ド
ッ
ク
を
オ
プ
シ
ョ
ン
で
受

け
る
場
合
に
助
成
が
あ
り
ま
す
。

▼
日
時
【
北
斗
病
院
】

・
５
月
19
、
21
、
26
、
27
、
28
、
31
日

脳
ド
ッ
ク
の
お
知
ら
せ

・
６
月
１
、
２
、
17
、
18
日

・
７
月
７
、
８
、
27
、
28
、
29
日

・
８
月
４
、
10
、
11
、
30
、
31
日

・
９
月
１
、
２
、
８
、
９
、
10
日

・
10
月
７
、
８
、
21
、
22
日

・
11
月
１
、
２
、
４
、
10
日

・
12
月
９
、
10
、
15
日

［
２
０
２
２
年
］

・
１
月
13
、
24
日
、
26
日

・
２
月
１
、
２
日
、
15
日

・
３
月
７
、
８
、
15
日

▼
必
要
な
も
の

　

後
日
、
健
診
（
検
診
）
の
日
時
や
要

領
を
申
込
者
に
通
知
し
ま
す
。

▼
費
用　

※
自
己
負
担
額

【
北
斗
病
院
】

・
60
歳
未
満
の
人
は
１
万
５
千
３
百
円

・
60
歳
以
上
の
人
は
１
万
９
千
７
百
円

【
帯
広
厚
生
病
院
】

・
40
歳
以
上
の
人
は
９
千
８
百
円

▼
定
員　

80
人
（
定
員
に
な
り
次
第
締

め
切
り
ま
す
）

▼
申
込
方
法

　

４
月
19
日

（月）
８
時
45
分
よ
り
申
し
込

み
の
受
付
を
開
始
し
ま
す
。
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
内 

保
健
福
祉
課
健
康
推
進

係
ま
で
、
電
話
又
は
直
接
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。（
FAX
で
の
お
申
し
込
み
は

受
け
付
け
ま
せ
ん
）

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　

☎
67
‐
７
３
２
０

　

が
ん
ド
ッ
ク
（
Ｐ
Ｅ
Ｔ
が
ん
検
診
）
は
、

一
度
に
首
か
ら
骨
盤
部
ま
で
の
ほ
ぼ
全

身
の
が
ん
疾
患
の
早
期
発
見
が
可
能
な

検
査
で
す
。
検
査
内
容
は
身
体
計
測
、

尿
検
査
、
血
液
検
査
、
便
検
査
、
甲
状

腺
エ
コ
ー
、
胸
腹
部
Ｃ
Ｔ
、
骨
盤
部
Ｍ

Ｒ
Ｉ
、
Ｐ
Ｅ
Ｔ
‐
Ｃ
Ｔ
検
査
で
す
。

　

必
要
書
類
は
北
斗
検
診
セ
ン
タ
ー
か

ら
直
接
本
人
へ
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

結
果
は
町
に
も
通
知
さ
れ
ま
す
こ
と

を
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
対
象　

40
歳
以
上
の
町
民
（
昭
和
57

年
３
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
）

▼
日
時　

４
月
15
日

（木）
～
令
和
４
年
３

月
31
日

（木）
ま
で

▼
費
用

　

６
万
８
千
７
百
円
（
オ
プ
シ
ョ
ン
で

Ｐ
Ｅ
Ｔ
乳
が
ん
検
診
を
受
け
る
場
合
は
、

検
診
料
金
1
万
４
千
４
百
円
が
別
途
必

要
で
す
）

▼
場
所

　

北
斗
病
院
（
北
斗
検
診
セ
ン
タ
ー
）

▼
必
要
な
も
の

　

現
金
、
保
険
証
、
事
前
に
北
斗
病
院

か
ら
届
く
必
要
書
類

▼
申
込
方
法

①
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係
ま
で
電
話

　

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

が
ん
ド
ッ
ク
（
Ｐ
Ｅ
Ｔ
が
ん
検

診
）
の
お
知
ら
せ

②
北
斗
病
院
検
診
セ
ン
タ
ー
に
電
話
で

　

受
診
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

③
北
斗
病
院
検
診
セ
ン
タ
ー
か
ら
必
要

　

書
類
が
郵
送
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
れ

　

に
従
い
当
日
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
時
の
注
意
点

・
体
内
に
金
属
（
外
科
用
ク
リ
ッ
プ
や

　

心
臓
ス
テ
ン
ト
な
ど
）
を
埋
め
込
ん

　

で
い
る
人
は
Ｍ
Ｒ
Ｉ
検
査
が
可
能
か

　

を
主
治
医
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
ペ

　

ー
ス
メ
ー
カ
ー
が
入
っ
て
い
る
人
は

　

Ｃ
Ｔ
検
査
に
変
わ
り
ま
す
。

・
現
在
歯
を
矯
正
中
の
人
や
閉
所
恐
怖

　

症
の
人
及
び
血
糖
値
が
高
い
場
合
は
、

　

正
確
な
診
断
が
出
な
い
場
合
が
あ
り

　

ま
す
の
で
、
申
し
込
み
前
に
お
問
い

　

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・
早
期
の
胃
が
ん
や
前
立
腺
が
ん
、
腎

　

が
ん
、
膀
胱
が
ん
、
肝
臓
が
ん
、
そ

　

の
他
小
さ
な
が
ん
は
、
Ｐ
Ｅ
Ｔ
が
ん

　

検
診
で
は
判
断
が
困
難
な
場
合
が
あ

　

り
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先　

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係
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Ｐ
Ｅ
Ｔ
乳
が
ん
ド
ッ
ク
は
が
ん
に
集

ま
る
性
質
を
持
つ
Ｐ
Ｅ
Ｔ
検
査
薬
を
注

射
し
、
乳
腺
部
分
に
集
ま
っ
て
い
な
い

か
を
調
べ
る
検
査
で
す
。
乳
房
へ
の
強

い
圧
迫
が
不
要
の
た
め
、
マ
ン
モ
グ
ラ

フ
ィ
ー
に
比
べ
る
と
、
痛
み
は
か
な
り

少
な
い
検
診
で
す
。
ま
た
、
マ
ン
モ
グ

ラ
フ
ィ
ー
や
超
音
波
よ
り
が
ん
を
見
つ

け
や
す
く
、
日
本
人
女
性
に
多
い
高
濃

度
乳
腺
の
診
断
に
威
力
を
発
揮
し
ま
す
。

　

結
果
は
検
診
の
２
～
３
週
間
後
に
、

自
宅
に
郵
送
さ
れ
ま
す
。

　

結
果
は
町
に
も
通
知
さ
れ
ま
す
こ
と

を
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
対
象

　

町
民
で
40
歳
以
上
の
女
性
（
検
診
は

２
年
に
１
回
）

▼
日
時

　

４
月
15
日

（木）
～
令
和
４
年
３
月
31
日

（木）
の
火
曜
日
・
木
曜
日

　

検
査
時
間　

14
時
～
、
14
時
30
分
～

※
検
査
の
所
要
時
間
は
２
時
間
～
２
時

　

間
30
分
程
度
で
す
。

▼
場
所

　

北
斗
ク
リ
ニ
ッ
ク　

乳
腺
専
門
外
来

▼
必
要
な
も
の

　

検
診
料
金
・
健
康
保
険
証
・
問
診
票

（
北
斗
ク
リ
ニ
ッ
ク
か
ら
事
前
に
送
付

Ｐ
Ｅ
Ｔ
乳
が
ん
ド
ッ
ク
（
北
斗

ク
リ
ニ
ッ
ク
）
の
お
知
ら
せ

さ
れ
ま
す
）
を
持
参
し
受
診
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
費
用　

２
万
千
４
百
円

▼
申
込
方
法　

①
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係
ま
で
電
話

　

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

②
北
斗
病
院
検
診
セ
ン
タ
ー
に
電
話
で

　

受
診
希
望
日
の
３
週
間
か
ら
1
か
月

　

前
ま
で
に
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

③
北
斗
病
院
検
診
セ
ン
タ
ー
か
ら
検
診

　

案
内
・
問
診
票
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

④
受
診
予
約
日
に
各
自
、
検
診
料
金
・

　

健
康
保
険
証
・
問
診
票
を
持
参
し
受

　

診
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
注
意
事
項
＊

①
妊
娠
中
・
授
乳
中
は
検
診
を
受
診
で

　

き
ま
せ
ん
。

②
検
査
前
日
の
過
度
な
運
動
や
指
圧
、

　

マ
ッ
サ
ー
ジ
は
避
け
て
く
だ
さ
い
。

③
検
査
当
日
は
７
時
ま
で
に
食
事
を
済

　

ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
お
水
は
飲
ん
で

　

も
構
い
ま
せ
ん
。

④
糖
尿
病
の
薬
を
内
服
さ
れ
て
い
る
人

　

は
申
し
込
み
時
に
お
問
い
合
わ
せ
く

　

だ
さ
い
。

⑤
申
し
込
ま
れ
た
際
の
氏
名
・
住
所
な

　

ど
の
個
人
情
報
は
、
検
診
の
目
的
以

　

外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　

☎
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で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

②
受
診
券
・
受
診
要
領
を
郵
送
し
ま
す

　

の
で
、
届
き
ま
し
た
ら
北
斗
病
院
検

　

診
セ
ン
タ
ー
に
電
話
で
受
診
希
望
日

　

の
３
週
間
か
ら
１
か
月
前
ま
で
に
予

　

約
し
て
く
だ
さ
い
。

③
北
斗
病
院
検
診
セ
ン
タ
ー
か
ら
検
診

　

案
内
・
問
診
票
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

④
受
診
予
約
日
に
各
自
、
受
診
券
・
検

　

診
料
金
・
健
康
保
険
証
・
問
診
票
を

　

持
参
し
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
時
の
注
意
点

　

乳
が
ん
の
既
往
が
あ
り
、
医
療
（
保

険
診
療
）
に
て
経
過
観
察
中
の
人
は
受

診
で
き
ま
せ
ん
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　

☎
67
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０

　

検
診
内
容
は
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
検

査
、
必
要
時
超
音
波
検
査
も
行
い
ま
す
。

乳
が
ん
の
早
期
発
見
の
た
め
に
、
ぜ
ひ

こ
の
検
診
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

検
査
の
結
果
は
検
診
の
４
週
間
後
に
、

自
宅
に
郵
送
さ
れ
ま
す
。
結
果
は
町
に

も
通
知
さ
れ
ま
す
こ
と
を
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

▼
対
象

　

町
民
で
30
歳
以
上
の
女
性
（
平
成
４

年
３
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
）

▼
日
時

　

４
月
15
日

（木）
～
令
和
４
年
３
月
31
日

（木） 

の
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
の
希
望
日

受
付
時
間
12
時
15
分
～
、
12
時
45
分
～

▼
場
所

　

北
斗
ク
リ
ニ
ッ
ク　

乳
腺
専
門
外
来

▼
必
要
な
も
の

　

後
日
、
検
診
の
日
時
や
要
領
を
申
込

者
に
通
知
し
ま
す
。

▼
費
用

・
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
検
査　

２
千
百
円

・
乳
腺
超
音
波
検
査
（
必
要
時
）

　

９
０
０
円

▼
定
員　

20
名

▼
申
込
方
法

①
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係
ま
で
電
話

乳
が
ん
検
診
（
北
斗
ク
リ
ニ
ッ

ク
）
の
お
知
ら
せ

乳
が
ん
検
診
（
帯
広
厚
生
病
院
）

の
お
知
ら
せ

　

検
診
内
容
は
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
検

査
で
す
。
乳
が
ん
の
早
期
発
見
の
た
め
に
、

ぜ
ひ
こ
の
検
診
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

検
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
検
診
の

２
～
３
週
間
後
に
、
自
宅
に
郵
送
さ
れ

ま
す
。
結
果
は
町
に
も
届
き
ま
す
こ
と

を
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
乳
が
ん
検
診
受
診
日
に
当
日
受
付
す

　

る
と
、
子
宮
が
ん
検
診
も
一
緒
に
受

　

診
で
き
ま
す
。
子
宮
が
ん
検
診
も
事

　

前
に
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

▼
対
象

　

40
歳
以
上
の
町
民
（
昭
和
57
年
３
月

31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
）

▼
日
時　

　

４
月
15
日

（木）
～
令
和
４
年
３
月
31
日

（木）
ま
で
の
月
・
水
・
金
曜
日
の
希
望
日

【
受
付
時
間
】

　

月
・
金
→
13
時
～
15
時
15
分
、

　

水
→
13
時
～
14
時

▼
場
所　

帯
広
厚
生
病
院

▼
必
要
な
も
の

　

後
日
、
検
診
の
日
時
や
要
領
を
申
込

者
に
通
知
し
ま
す
。

▼
費
用　

マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
検
査

・
50
歳
以
上
（
一
方
向
）　

２
千
３
百
円

・
40
歳
以
上
50
歳
未
満
（
二
方
向
）

　

２
千
８
百
円

▼
定
員　

40
名
程
度

▼
申
込
方
法

①
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係
ま
で
電
話

　

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

②
受
診
券
・
受
診
要
領
を
郵
送
し
ま
す

　

の
で
、
届
き
ま
し
た
ら
帯
広
厚
生
病

　

院
に
電
話
で
受
診
希
望
日
の
２
週
間

　

前
ま
で
に
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

③
帯
広
厚
生
病
院
か
ら
検
診
案
内
・
問

　

診
票
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

④
受
診
予
約
日
に
各
自
、
受
診
券
・
検

　

診
料
金
・
健
康
保
険
証
を
持
参
し
受

　

診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
時
の
注
意
点

　

乳
が
ん
の
既
往
が
あ
り
、
医
療
（
保

　

険
診
療
）
に
て
経
過
観
察
中
の
人
は

　

受
診
で
き
ま
せ
ん
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係
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検
診
内
容
は
問
診
、
医
師
診
察
、
視

診
、
子
宮
頸
部
細
胞
診
で
す
。
子
宮
が

ん
の
早
期
発
見
の
た
め
に
、
ぜ
ひ
こ
の

検
診
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

検
診
結
果
は
後
日
郵
送
さ
れ
ま
す
。

結
果
は
町
に
も
届
き
ま
す
こ
と
を
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

▼
対
象

　

町
民
で
20
歳
以
上
の
女
性
（
受
診
間

隔
は
２
年
に
１
回
）

▼
日
時

　

４
月
15
日

（木）
～
令
和
４
年
３
月
31
日

（木）
ま
で
の
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
の
希
望

日【
受
付
時
間
】

　

月
～
木
曜
日
→
９
時
～
11
時
、
13
時

30
分
～
15
時
、
金
曜
日
→
９
時
～
11
時

（
午
後
休
診
）

子
宮
が
ん
検
診
（
慶
愛
女
性

ク
リ
ニ
ッ
ク
）
の
お
知
ら
せ

▼
場
所　

慶
愛
女
性
ク
リ
ニ
ッ
ク

▼
必
要
な
も
の

　

後
日
、
検
診
の
日
時
や
要
領
を
申
込

者
に
通
知
し
ま
す
。

▼
費
用　

２
千
２
百
円

▼
定
員　

50
名

▼
申
込
方
法　

①
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係
ま
で
電
話

　

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

②
受
診
券
・
受
診
要
領
を
郵
送
し
ま
す

　

の
で
、
届
き
ま
し
た
ら
慶
愛
女
性
ク

　

リ
ニ
ッ
ク
（
０
１
５
５
‐
61
‐
１
１

　

５
５
）
に
予
約
を
い
れ
、
受
診
し
て

　

く
だ
さ
い
。

※
完
全
予
約
制
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
申
し
込
み
時
の
注
意
点

　

子
宮
が
ん
の
既
往
が
あ
り
、
医
療
機

　

関
（
保
険
診
療
）
に
て
経
過
観
察
中

　

の
人
は
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　

☎
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検
診
内
容
は
問
診
、
医
師
診
察
、
視

診
、
子
宮
頸
部
細
胞
診
で
す
。
子
宮
が

ん
の
早
期
発
見
の
た
め
に
、
ぜ
ひ
こ
の

検
診
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

検
診
結
果
は
後
日
郵
送
さ
れ
ま
す
。

結
果
は
町
に
も
届
き
ま
す
こ
と
を
ご
了

子
宮
が
ん
検
診
（
帯
広
厚
生

病
院
）
の
お
知
ら
せ

承
く
だ
さ
い
。

▼
対
象

　

町
民
で
20
歳
以
上
の
女
性
（
受
診
間

隔
は
２
年
に
１
回
）

▼
日
時

　

４
月
15
日

（木）
～
令
和
４
年
３
月
31
日

（木）
ま
で
の
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
の
希
望

日【
受
付
時
間
】

　

月
～
金
曜
日
→
８
時
～
11
時
、
13
時

30
分
～
14
時
30
分
（
火
曜
日
午
後
休
診
）

▼
場
所　

帯
広
厚
生
病
院

▼
必
要
な
も
の

　

後
日
、
検
診
の
日
時
や
要
領
を
申
込

者
に
通
知
し
ま
す
。

▼
費
用　

２
千
百
円

▼
定
員　

30
名

▼
申
込
方
法

①
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係
ま
で
電
話

　

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

②
受
診
券
・
受
診
要
領
を
郵
送
し
ま
す

　

の
で
、
届
き
ま
し
た
ら
厚
生
病
院
を

　

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
時
の
注
意
点

　

子
宮
が
ん
の
既
往
が
あ
り
、
医
療
機

関
（
保
険
診
療
）
に
て
経
過
観
察
中
の

人
は
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　

☎
67
‐
７
３
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０

　

日
本
脳
炎
は
通
常
３
歳
か
ら
開
始
す

る
定
期
予
防
接
種
で
す
。

　

令
和
３
年
12
月
ま
で
の
間
、
ワ
ク
チ

ン
の
供
給
数
の
減
少
が
見
込
ま
れ
て
お

り
、
３
歳
で
の
１
期
１
回
目
及
び
２
回

目
の
接
種
を
優
先
的
に
実
施
し
ま
す
。

優
先
接
種
対
象
者
に
は
、
個
別
で
通
知

し
ま
す
。

　

優
先
接
種
対
象
者
以
外
の
人
は
令
和

４
年
１
月
以
降
の
接
種
へ
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。
２
期
対
象
者
に
は
令

和
４
年
１
月
以
降
に
個
別
で
通
知
し
ま

す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　
☎
67
‐
７
３
２
０

日
本
脳
炎
予
防
接
種
の

優
先
接
種
に
つ
い
て

　
「
な
か
な
か
眠
れ
ず
、
疲
れ
が
取
れ

な
い
」「
イ
ラ
イ
ラ
し
た
り
、
涙
が
出

て
く
る
」「
う
ま
く
授
乳
で
き
て
い
る

か
心
配
」
と
い
っ
た
悩
み
が
あ
る
人
の

自
宅
に
助
産
師
が
伺
い
、
健
康
相
談
や

乳
房
ケ
ア
、
育
児
手
技
の
ア
ド
バ
イ
ス

な
ど
を
行
い
ま
す
。

清
水
町
産
後
ケ
ア
事
業
が

始
ま
り
ま
し
た

　

利
用
に
は
申
請
・
予
約
が
必
要
で
す

の
で
、
利
用
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
ま

ず
健
康
推
進
係
の
保
健
師
に
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
対
象

　

産
後
１
年
未
満
の
産
婦
及
び
乳
児
で

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
産
後
の
心
身
の
不
調
、
育
児
不
安
等

　

が
あ
る
人

②
乳
房
ケ
ア
等
授
乳
方
法
に
不
安
が
あ

　

る
人

③
そ
の
他
支
援
が
必
要
で
あ
る
と
認
め

　

た
人

▼
日
時　

　

月
曜
日
～
土
曜
日　

９
時
～
16
時

※
利
用
に
は
予
約
が
必
要
で
す
。

▼
回
数　

１
人
４
回
ま
で

▼
費
用　

１
回　

５
０
０
円

※
生
活
保
護
世
帯
は
無
料

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　
☎
67
‐
７
３
２
０
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事　業　名 対　象　者 日　程 場　所 検査項目・内容 費用 申込み期間・方法等

早目健診 20歳～39歳
６月９・10・15・16日
10月26・27・28日
11月17日

文化センター
御影公民館 診察、血液検査 (脂質、血糖、肝機能、貧血、腎機

能 )、血圧、尿検査、心電図、眼底検査

有料

各
検
診
等
の
周
知
の
際
に
お
知
ら
せ
し
ま
す

電話申し込み
４月５日（月）～

後期高齢者健診 75歳以上

特定健診

40歳～74歳国保加入者

40歳～74歳国保加入者
令和３年
　12月16・17日

ＪＡ十勝清水町
御影公民館

電話申し込み
９月15日（水）～11月18日（木）

40歳～74歳国保加入者 ６月～３月末 町内指定医療機関
診察、血液検査 (脂質、血糖、肝機能、貧血、腎機
能 )、血圧、尿検査、心電図

事前に指定医療機関までお申し込
みください

胃・肺・大腸がん検診
結核検診

40歳以上
６月９・10・15・16日
10月26・27・28日
11月17日

文化センター
御影公民館

◆胃がん検診：バリウム検査
◆肺がん・結核検診：胸部Ｘ線撮影（選択的に喀痰検査）
◆大腸がん検診：便潜血検査

電話申し込み
４月５日（月）～

ＣＴ肺がん検診
内臓脂肪ＣＴ検査

40歳以上
(内臓脂肪ＣＴは20歳以上 )

６月15・16日
10月26・27日

文化センター ◆ＣＴ（マルチスライス）検査 電話申し込み　４月５日（月）～
定員(70人 /１日 )になり次第締め切り

前立腺がん検診 50歳以上の男性 胃・肺・大腸がん
検診と同日

文化センター
御影公民館

◆ＰＳＡ検査（血液検査）
胃・肺・大腸がん検診と同じ

肝炎ウイルス検診 40歳以上で未検査の方 ◆Ｃ型・Ｂ型肝炎ウイルス検査

人間ドック
40歳～74歳国保加入者
30～39歳、75歳以上

５月14日～３月末 帯広厚生病院
診察、血圧、血液検査（腎機能、脂質、肝機能、血糖、
炎症反応等）、尿検査、便潜血、心電図、眼底、胸部Ｘ線、
胃部Ｘ線、腹部超音波

５月14日（金）から電話申し込み
定員（30人）になり次第締め切り

子宮がん検診 20歳以上の女性 11月17・24・25日
文化センター
御影公民館

子宮頸部細胞診、
選択的に内膜細胞診・超音波検査

７月19日（月）～電話申し込み開始

子宮がん検診 20歳以上の女性 ４月15日～３月末
慶愛女性クリニック

帯広厚生病院
子宮頸部細胞診、視診、診察

４月15日（木）から電話申し込み
定員（慶愛50人、厚生30人）にな
り次第締め切り

乳がん検診
40歳以上の女性
(北斗クリニックは30歳女性以上）

４月15日～３月末
帯広厚生病院 マンモグラフィ（乳房Ｘ線撮影） ４月15日（木）から電話申し込み

定員（厚生30人、北斗25人）にな
り次第締め切り北斗クリニック マンモグラフィ（乳房Ｘ線撮影）、選択的に超音波検査

Ｐ
ペ ッ ト

ＥＴ乳がんドック 40歳以上の女性 ４月15日～３月末 北斗クリニック 乳房専用Ｐ
ペ ッ ト

ＥＴ装置ペムグラフ撮影 ４月15日（木）から電話申し込み

乳がん検診 40歳以上の女性 11月17・24・25日
文化センター
御影公民館

マンモグラフィ（乳房Ｘ線撮影）、便潜血検査 ７月19日（月）～電話申し込み開始

骨粗しょう症検診 18歳以上の女性
4月～3月末 清水赤十字病院 腕のＸ線検査 事前に病院までお申し込みください

11月24日
文化センター
御影公民館

足（かかと）の超音波検査 ７月19日（月）～電話申し込み開始

脳ドック 40歳以上の町民 5月19日～3月15日 北斗病院
問診、医師診察、身体計測、血圧測定、血液検査、尿
検査、眼底検査、頚動脈エコー検査、心電図検査、頭
部ＭＲＩ・頭部ＭＲＡ撮影

４月19日（月）～電話・来所申し
込み開始

※各検診の詳細は、期日が近くなりましたら「お知らせ版」等でお知らせします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜問い合わせ先＞　保健福祉課　健康推進係☎67-7320

（

）

　　　　令和３年度　成人　　健（検）診事業のお知らせ
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母子手帳アプリでも
配信しています！

定期
の
予防
接種

４種混合（ジフテリア・百日咳・
破傷風・ポリオ）、２種混合（ジ
フテリア・破傷風）、不活化ポリ
オ、ヒブ、小児用肺炎球菌、ロ
タウイルス、麻しん（はしか）
風しん混合（ＭＲ）、Ｂ型肝炎、
水痘（水ぼうそう）、日本脳炎、
子宮頸がん予防、高齢者の肺炎
球菌

任意
の
予防
接種

おたふくかぜ（保護者と本人が
医師と相談し、ワクチンの効果や
副反応について、十分理解した上
で接種するか否かを決めてくださ
い。）

接種
医療
機関

清水赤十字病院、だい内科医院、
前田クリニック（ロタウイルス
以外）、御影診療所（ロタウイル
ス以外）
なお、啓仁会病院は高齢者の肺炎
球菌のみ実施しています。

接種
料金

高齢者の肺炎球菌は、町が一部負
担します。
その他の予防接種は、町が全額負
担します。

５月の健康カレンダー
日　　時 対象 会場

乳幼児健康相談 13日（木）14 時～ 16 時 乳幼児 保健福祉
センター

２か月児相談 20日（木）10時～ 令和３年３月生 保健福祉
センター

乳児健診
ＢＣＧ

相談日 11日（火）９時15分～
９時30分受付 令和２年12月生

令和２年６月生
保健福祉
センター

診察日 21日（金）13時 30分～
13時 40分受付

１歳２か月児相談 13日（木）13 時～ 令和２年３月生 保健福祉
センター

１歳６か月
児健診

相談日 28日（金）

９時 15 分～
９時 30分受付
13時 15分～
13時 30分受付
※相談時間は対
象者に別途通知
します。

令和元年10月16日
～11月15日生

保健福祉
センター

診察日 ６月４日
（金）

13時 40分～
13時 50分受付

３歳児健診
相談日 14日（金）

９時 15 分～
９時 30分受付
13時 15分～
13時 30分受付
※相談時間は対
象者に別途通知
します。

平成30年３月１日
～５月３日生

保健福祉
センター

診察日 19日（水）13時 40分～
13時 50分受付

歯科検診・
フッ素塗布

11日（火）
12日（水）
26日（水）
27日（木）

13時 15分～
13時 30分受付

平成29年４月２日～令
和元年10月31日生

保健福祉
センター

＜予防接種＞
　事前に接種医療機関へ予約してください。

※骨粗しょう症検診を毎週水曜日に清水赤十字病院で行っています。対象は、18歳以上の女性です。前
　日までに病院にお申し込みください。（清水赤十字病院☎62-2513）

※こころの健康相談を保健所で、毎月第２火曜日と毎月第４木曜日に行っています。ご本人やご家族か
　らの相談をお受けします。予約制ですので、帯広保健所又は保健福祉センター窓口までご連絡くださ
　い（専用電話0155-21-9110）。

※乳幼児健康相談は、令和３年４月より開始時間が変更となりましたので、ご了承ください。

母
子
手
帳
の
交
付
は
予
約
制
で
す

　

お
母
さ
ん
と
赤
ち
ゃ
ん
の
健
康
を
守

る
た
め
、
妊
娠
が
分
か
っ
た
ら
速
や
か

に
母
子
手
帳
の
交
付
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　

母
子
手
帳
は
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で

交
付
し
て
い
ま
す
。
交
付
は
予
約
制
で

す
の
で
、
事
前
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
日
時

　

平
日
：
８
時
45
分
～
17
時
30
分

　

都
合
が
つ
か
な
い
人
は
ご
相
談
く
だ

　

さ
い
。

※
交
付
に
は
30
分
～
１
時
間
程
度
か
か

　

り
ま
す
。

▼
場
所　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
必
要
な
も
の

　

個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
が
分

　

か
る
も
の
、
印
鑑

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　
☎
67
‐
７
３
２
０

清水町のママパパ学級や乳
幼児健診・相談等のご案内
や子育て支援センターから
のお知らせが届きます！

　

５
月
の
展
示
は
、
町
内
の
手
芸
サ
ー

ク
ル
「
な
き
う
さ
ぎ
の
会
」
の
皆
さ
ん

に
よ
る
初
の
作
品
展
で
す
。
な
き
う
さ

ぎ
の
会
は
昨
年
12
月
に
結
成
さ
れ
現
在

６
名
で
活
動
し
て
い
ま
す
。
畳
店
よ
り

譲
り
受
け
た
畳
の
へ
り
を
活
用
し
、
こ

れ
ま
で
に
バ
ッ
ク
や
ペ
ン
ケ
ー
ス
な
ど

を
百
点
以
上
制
作
し
て
い
ま
す
。
熱
心

に
活
動
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
の
作
品
を

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

『
な
き
う
さ
ぎ
の
会　

作
品
展
』

▼
展
示
期
間

　

５
月
１
日

（土）
～
５
月
30
日

（日）

　

10
時
～
18
時

※
火
曜
・
祝
日
は
休
館
で
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

図
書
館　

☎
62
‐
３
０
３
０

５
月
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
展

の
ご
案
内

　

図
書
館
職
員
が
出
張
し
て
お
は
な
し

会
を
開
催
し
ま
す
。
子
ど
も
か
ら
大
人

ま
で
楽
し
め
る
お
は
な
し
を
ご
用
意
し

て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
お
越
し
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
予
防
対
策
と
し
て
、
参
加
す
る
際
は
、

マ
ス
ク
の
着
用
と
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

出
張
お
は
な
し
会
に

お
越
し
く
だ
さ
い

　

絵
本
や
紙
芝
居
な
ど
季
節
に
あ
わ
せ

た
楽
し
い
お
は
な
し
を
ご
用
意
し
て
い

ま
す
。
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
予
防
対
策
と
し
て
、
参
加
す
る
際
は

マ
ス
ク
の
着
用
と
受
付
で
の
お
名
前
と

連
絡
先
の
記
入
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

５
月
22
日

（土）

　

11
時
30
分
～
12
時
ま
で

▼
定
員　

15
名

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

図
書
館　

☎
62
‐
３
０
３
０

お
は
な
し
会
に

お
越
し
く
だ
さ
い

５月
日 月 火 水 木 金 土

１
２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

図書館カレンダー

は休館日　　 はおはなし会

受
付
で
の
お
名
前
と
連
絡
先
の
記
入
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

５
月
15
日

（土）

　

13
時
30
分
～
14
時
ま
で

▼
場
所　

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

図
書
館　

☎
62
‐
３
０
３
０

５月
体育館第２競技場利用案内

18：00～19：30 19：30～21：30

清
水
小
学
校　

体
育
館

日

月

火

水 サッカー少年団（雨天時）

木

金

土

18：00～19：30 19：30～21：30

清
水
中
学
校　

体
育
館

日

月

火 サッカー少年団（雨天時）

水 サッカー少年団（雨天時）

木 サッカー少年団（雨天時）

金 剣道少年団

土

卓球協会
毎週　火曜日・木曜日

19：30～21：30
毎週　土曜日

18：00～21：30

卓球少年団
毎週　火曜日・木曜日

18：00～19：30
毎週　土曜日
9：00～13：00

ピンポン同好会
毎週　日曜日～金曜日

10：00～12：00

卓球友の会
毎週　月・水・金曜日

13：30～15：30

剣道少年団
毎週　水曜日・金曜日

18：00～21：30

清水高校卓球部
毎週　月曜日

16：00～20：00
毎週　火～金曜日
16：00～18：00
毎週　土曜日
9：00～13：00

※５月17日（月）は休館日です。

５月学校開放利用案
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第　１　競　技　場
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

1 土 朝日バレー少年団 一 般 開 放

2 日 一 般 開 放

3 月 朝日バレー少年団
バスケットボール少年団 バレーボール協会

4 火 サッカー少年団
バドミントン協会

ジュニアバドミントン

5 水 朝日バレー少年団
バスケットボール少年団

剣道少年団

6 木 サッカー少年団
JOY すぽペケレベツ
バレーボール協会

7 金 バスケットボール少年団 バスケットボール協会
朝日バレー少年団 バドミントン協会

8 土 朝日バレー少年団 一 般 開 放

9 日 一 般 開 放

10 月 バスケットボール少年団 バレーボール協会
朝日バレー少年団

11 火 サッカー少年団
バドミントン協会

ジュニアバドミントン

12 水 バスケットボール少年団
剣道少年団

朝日バレー少年団

13 木 サッカー少年団
JOY すぽペケレベツ
バレーボール協会

14 金 バスケットボール少年団 バスケットボール協会
朝日バレー少年団 バドミントン協会

15 土 朝日バレー少年団 一 般 開 放

16 日 一 般 開 放

17 月 休　　館　　日

18 火 サッカー少年団
バドミントン協会

ジュニアバドミントン

19 水 バスケットボール少年団
剣道少年団

朝日バレー少年団

20 木 清高アイスホッケー サッカー少年団
JOY すぽペケレベツ
バレーボール協会

21 金 清高アイスホッケー
バスケットボール少年団 バスケットボール協会

朝日バレー少年団 バドミントン協会

22 土 朝日バレー少年団 一 般 開 放

23 日 一 般 開 放

24 月 バスケットボール少年団 バレーボール協会
朝日バレー少年団

25 火 サッカー少年団
バドミントン協会

ジュニアバドミントン

26 水 バスケットボール少年団
剣道少年団

朝日バレー少年団

27 木 サッカー少年団
JOY すぽペケレベツ
バレーボール協会

28 金 バスケットボール少年団 バスケットボール協会
朝日バレー少年団 バドミントン協会

29 土 朝日バレー少年団 一 般 開 放

30 日 一 般 開 放

31 月 バスケットボール少年団 バレーボール協会
朝日バレー少年団

	 ５月　体育館・第１競技場利用案内	[ 体育館 ☎62-2913]

体育館ご利用のみなさんへ
＊体育館を専用使用したい団体は、３か月前の月の初日
　から５日前まで受付けますので、清水町体育館へお申
　し込みください。
＊自由時間帯は、一般開放予定ですが、団体使用及び大
　会等が入ることがありますので、事前にお問い合わせ
　ください。

※一般開放の時間は、ソフトバレー・バドミントン・卓球等の
　用具を貸し出ししていますのでご利用ください。
※一般開放時間に、サッカーの練習等ボールを蹴る行為はご遠
　慮ください。

大会・行事等
一 般 開 放

団体専用使用
自 由

利用予定は、NPO法人清水町体育協会のブログで随時お知らせしています。「マイとかち　清水町体育協会」で検索してください。

　
町では、町政への提言、要望などを町長と話す「町民と町長のふれあい

トーク」を毎月実施しています。（令和３年５月は５月10日です）
　なお、新型コロナウイルス感染症感染予防対策として、今回のふれあい
トークは電話またはリモートでの実施のみといたします。
　ふれあいトークに申込みの際に、①希望する時間帯、②人数、③トーク
の概要、④実施方法（電話またはリモート）を役場企画課広報広聴係まで
事前連絡していただきますようお願いします。

ふれあ
いトー

ク実施
方法

◆ご自宅からリモートでのトーク
　※リモートで実施する場合、ご自宅のネット環境や、必要な物につ
　　いて、いくつか確認させていただきたい事項があります。
　　令和３年４月27日（火）までに事前連絡をお願いいたします。

インターネットを活用して、ご自宅から
町長と対話してみませんか？

■お問い合わせ先　　企画課広報広聴係  ☎６２-2114
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ま　ち　の　人　事　（令和３年４月１日付）　
■総務課
◆総務課参事＜防災・契約財産担当＞兼契約財産係長事
務取扱（総務課長補佐＜契約財産担当＞兼契約財産係長）
山田　寿彦◆総務課長補佐 < 秘書・総務・行政管理担当
>（総務課長補佐＜総務・行政管理担当＞兼総務係長）野々
村　徹◆総務課長補佐＜財政・契約財産担当＞兼財政係
長（総務課長補佐＜財政担当＞兼財政係長）佐藤　弘基
◆総務課長補佐＜消防担当＞（総務課総務係主任＜消防
担当＞）竹内　亮◆総務課総務係長（議会事務局総務係長）
鴇田　瑞恵◆総務課総務係主任＜消防担当＞【とかち広
域消防局派遣より帰任】）山川　豊◆総務課総務係主任
＜消防担当＞（総務課総務係主査＜消防担当＞）髙橋　
利幸◆総務課財政係主査 ( 総務課財政係主事 ) 宮下　友
輝◆総務課総務係主事（総務課総務係主事兼行政管理係
主事）向田　知樹◆総務課契約財産係主事兼行政管理係
主事（水道課業務係主事）高島　祐介◆総務課付【公益
財団法人北海道市町村振興協会へ研修派遣】（企画課政
策企画係主事兼統計企画係主事）谷口　瑠奈◆総務課付

【北海道（総合政策部地域行政局市町村課）へ研修派遣】
（総務課契約財産係主事）石川　拓磨◆総務課総務係主
事＜消防担当＞（総務課総務係主事補＜消防担当＞）名
須川　一歩◆総務課総務係主事＜消防担当＞（総務課総
務係主事補＜消防担当＞）本内　智也◆総務課総務係主
事補＜消防担当＞【新規採用】菅野　翔平◆総務課総務
係主事補＜消防担当＞【新規採用】古瀨　龍雅

■企画課
◆企画課長（総務課参事＜防災・秘書・職員制度担当＞）
鈴木　聡◆企画課長補佐兼企画統計係長（企画課長補
佐兼統計企画係長）川口　二郎◆企画課企画統計係主
事（税務課資産税係主事）青砥　大将◆企画課企画統
計係主事（企画課政策企画係主事兼統計企画係主事）
木村　翔◆企画課企画統計係主事（企画課政策企画係
主事兼統計企画係主事）桂井　那津未

■税務課
◆税務課長（町民生活課長補佐＜住民活動・生活環境・
保険担当＞兼清掃センター所長）青沼　博信◆税務課
主幹＜納税担当＞兼納税係長（農林課長補佐＜農政・
林務担当＞兼農政係長）葛西　哲義◆税務課町民税係
主事兼納税係主事兼出納課出納係主事（税務課町民税
係主事兼納税係主事）西山　知宏◆税務課資産税係主
事（学校教育課学校給食センター業務係主事）廣富　
純輝

■町民生活課
◆町民生活課長＜清掃センター所長事務取扱＞（町民
生活課長）斉木　良博◆町民生活課長補佐＜戸籍住民
担当＞兼戸籍住民係長（農林課長補佐＜畜産担当＞兼
畜産係長）渡邉　史生◆町民生活課長補佐＜住民活動・
生活環境・保険担当＞（出納課長補佐）我妻　康広◆
町民生活課住民活動係長 ( 町民生活課住民活動係長兼

生活環境係主任 ) 玉井　真樹◆町民生活課生活環境係
長兼清掃センター管理係長 ( 町民生活課生活環境係長
兼住民活動係主任兼清掃センター管理係長 ) 奥田　啓
司◆町民生活課保険係長（税務課納税係長）方川　渉
◆町民生活課保険係主査（町民生活課保険係主事）岩
橋　啓太◆町民生活課生活環境係主事兼住民活動係主
事（御影支所総務係主事補）前道　陽平

■保健福祉課
◆保健福祉課長補佐＜福祉・健康推進担当＞兼保健福
祉センター所長兼老人福祉センター所長（保健福祉課
長補佐＜在宅支援・健康推進・福祉担当＞兼保健福祉
センター所長兼老人福祉センター所長）石川　淳◆保
健福祉課長補佐＜在宅支援・介護保険担当＞（町民生
活課保険係長）鎌田　珠江◆保健福祉課介護保険係長（保
健福祉課介護保険係主査）世良田　航◆保健福祉課福
祉係主査 ( 保健福祉課福祉係主事 ) 玉手　祐◆保健福
祉課在宅支援係主任保健師 ( 保健福祉課在宅支援係保
健師 ) 花村　祥志◆保健福祉課福祉係主事（保健福祉
課福祉係主事補）前田　翔平

■子育て支援課
◆子育て支援課長（保健福祉課長補佐〈介護保険担当〉
兼介護保険係長）近藤　芳行◆子育て支援課長補佐兼
きずな園長（子育て支援課長補佐＜子育て支援担当＞
兼子育て支援係長兼きずな園長）寺岡　淳子◆子育て
支援課子育て支援係長兼きずな園指導係長（子育て支
援課子育て支援係主任兼きずな園指導係指導専門員）
高橋　宏典◆子育て支援課子育て支援係主任兼きずな
園指導係指導専門員（子育て支援課子育て支援係主査
兼きずな園指導係主任指導員）佐々木　純子◆子育て
支援課子育て支援係主任保育士兼きずな園指導係主任
保育士 ( 子育て支援課子育て支援係保育士兼きずな園
指導係保育士 ) 石田　実穂◆子育て支援課清水幼稚園
主任教諭（子育て支援課清水幼稚園教諭）鈴木　寛人
◆子育て支援課しみず保育所主任保育士【新規採用】
及川　かおり◆子育て支援課しみず保育所主任保育士
( 子育て支援課子育て支援係主任保育士 ) 佐藤　由美
◆子育て支援課御影こども園主任保育士 ( 子育て支援
課しみず保育所主任保育士 ) 萩生田　彩◆子育て支援
課児童保育係主事補兼子育て支援係主事補【新規採用】
堀　文佳◆子育て支援課子育て支援係保育士兼きずな
園指導係保育士【新規採用】根本　陽香◆子育て支援
課子育て支援係保育士兼きずな園指導係保育士（子育
て支援課しみず保育所保育士）矢ケ崎　澄香◆子育て
支援課しみず保育所保育士【新規採用】鈴木　美夏◆
子育て支援課しみず保育所保育士【新規採用】竹中　
和奏◆子育て支援課しみず保育所保育士【新規採用】
林　琴未

■農林課
◆農林課長 < 畜産係長事務取扱 >（農林課長）寺岡　治

彦◆農林課長補佐＜農政・畜産・林務担当＞兼農政係長
（町民生活課長補佐＜戸籍住民担当＞兼戸籍住民係長）
西垣　輝明◆農林課長補佐＜農地整備担当＞兼農地整備
係長（農林課長補佐＜農地整備担当＞）水木　淳◆農林
課林務係長（農林課林務係主査兼農政係主査）城　惇也
◆農林課畜産係主事【新規採用】加藤　圭悟◆農林課農
地整備係主事補【新規採用】田中　稜晟◆農林課林務係
主事兼農政係主事（社会教育課社会教育係主事兼中央公
民館公民館係主事）小松　渓

■商工観光課
◆商工観光課長（企画課長）前田　真◆商工観光課長
補佐兼商工観光係長兼移住定住促進係長（学校教育課
長補佐兼学校教育係長）吉田　寛臣◆商工観光課商工
観光係主事兼移住定住促進係主事（社会教育課社会教
育係主事兼スポーツ係主事兼中央公民館公民館係主事）
髙橋　勇生◆商工観光課商工観光係主事兼移住定住促
進係主事（商工観光課観光振興係主事兼移住定住促進
係主事兼商工労政係主事）大和田　成人◆商工観光課
商工観光係主事兼移住定住促進係主事（学校教育課総
務係主事補）大野　未裕

■建設課
◆建設課長補佐（建設課長補佐＜住宅都市・建築担当
＞兼建築係長）小笠原　国雄◆建設課建築係長（建設
課建築係主事）野口　貴司◆建設課土木係長（水道課
施設係主査）岡　直矢◆建設課土木管理係長兼公園緑
化係長（農林課農地整備係長）本間　裕美

■水道課
◆水道課長補佐＜施設担当＞（水道課長補佐＜施設担
当＞兼施設係長）野々村　淳◆水道課施設係長（建設
課土木係長）浅野　和幸◆水道課施設係主事補兼業務
係主事補 (水道課施設係主事補 )佐藤　瑞紀

■御影支所
◆御影支所長（御影支所次長兼世代間交流センター所長）
本田　雅彦◆御影支所次長兼世代間交流センター所長（御
影支所業務係長兼世代間交流センター係）太田　清子
◆御影支所総務係長兼世代間交流センター係（農林課
林務係長）阿部　昌仁◆御影支所総務係主事補【新規
採用】神谷　翼

■出納課
◆出納課長補佐（建設課長補佐＜土木・土木管理・公
園緑化担当＞兼土木管理係長兼公園緑化係長）佐藤　
一成

■議会事務局
◆議会事務局次長兼総務係長（議会事務局次長）宇都
宮　学◆議会事務局総務係主事（商工観光課観光振興
係主事兼移住定住促進係主事兼商工労政係主事）長谷

川　真弓

■学校教育課
◆学校教育課長補佐兼学校教育係長（子育て支援課長
補佐 < 児童保育担当 >）渋谷　直親◆学校教育課総務
係主事【新規採用】高谷　真澄◆学校教育課学校給食
センター業務係主事（学校教育課学校教育係主事）岡
田　友維

■社会教育課
◆社会教育課長 <スポーツ係長事務取扱 >（社会教育課
長）藤田　哲也◆社会教育課参事＜社会教育・文化振興・
図書館・郷土史料館担当＞兼文化会館長兼中央公民館
長事務取扱（社会教育課長補佐兼文化会館長兼中央公
民館長兼社会教育係長兼中央公民館公民館係長）安ケ
平　宗重◆社会教育課図書館長兼郷土史料館長兼図書
館業務係長兼郷土史料館郷土史料館係長（社会教育課
図書館長兼郷土史料館長）山本　明子◆社会教育課社
会教育係長兼中央公民館公民館係長（社会教育課図書
館業務係長兼郷土史料館郷土史料館係長）伊藤　尚哉
◆社会教育課スポーツ係主査（町民生活課生活環境係
主査兼住民活動係主査）木戸　悠登◆社会教育課社会
教育係主事兼中央公民館公民館係主事（社会教育課社
会教育係主事兼文化振興係主事兼中央公民館公民館係
主事兼文化会館文化会館係主事）野々村　麻希◆社会
教育課社会教育係主事補兼中央公民館公民館係主事補【新
規採用】大山　凌芽◆社会教育課文化振興係主事補兼
文化会館文化会館係主事補【新規採用】潮見　遵

■農業委員会
◆農業委員会事務局長（商工観光課長 < 観光振興係長兼
移住定住促進係長事務取扱 >）高橋　英二

□令和３年３月31日付退職
◆税務課長　小岩　哲治
◆子育て支援課長　逢坂　登
◆御影支所長　石津　博徳
◆社会教育課参事兼スポーツ係長事務取扱　佐々木　亘
◆農業委員会事務局長　渡邊　義春
◆建設課公園緑化係技術専門員兼土木管理係技術専門
　員　細川　多太志
◆商工観光課長補佐〈商工労政担当〉　角谷　貴良
◆企画課政策企画係長　田村　幸紀
◆社会教育課文化振興係主査兼文化会館文化会館係主
　査　小森　武志
◆子育て支援課御影こども園保育士　古田　琴乃
◆保健福祉課在宅支援係保健師　北村　吏紗子
◆税務課町民税係主事兼出納課出納係主事　阿部　成美

□併任を解く	令和２年４月１日付
◆総務課総務係主事＜消防担当＞の併任を解く【とか
ち広域消防局派遣へ派遣】渡邊　郁弥
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犬の登録と狂犬病予防注射を実施します

　狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の飼育
者は「犬の登録」と「狂犬病予防注射」を必ず行
わなければいけません。今年度も狂犬病予防注射（集
合注射）を実施します。なお、集合注射の際は大
変混み合います。新規登録がある場合は、事前に
役場町民生活課又は御影支所にて登録してください。
◆登録手数料　一頭につき　3,000円
◆注射料金　　一頭につき　3,240円
◆その他
◇５月上旬に町民生活課から郵送される狂犬病注
　射済票（登録者のみに郵送しています）は、必
　ず持参してください。
◇注射料金支払いの際は、つり銭のないようにご
　協力願います。
※昨年10月から消費税増税に伴い、注射料金も値
上げしていますのでご注意ください。

【実施日：５月14日（金）】

地区 実施場所 実施時間 分

下佐幌地区

下佐幌協和 下佐幌新生公会堂 9:30～9:35 5

下佐幌中央 下佐幌福祉館 9:45～9:55 10

下佐幌北栄 下佐幌北栄公会堂 10:00～10:05 5

下佐幌１ 下佐幌１公会堂 10:10～10:15 5

人舞地区

人舞５ 人舞５公会堂 10:25～10:30 5

人舞共栄 人舞共栄公会堂 10:35～10:40 5

人舞４ 人舞福祉館 10:45～11:00 15

人舞２ 大石商店前 11:10～11:20 10

熊牛地区
中熊牛 中熊牛第1会館 11:25～11:30 5

北熊牛 北熊牛福祉館 11:45～11:50 5

美蔓地区
上美蔓 上美蔓公会堂 12:00～12:10 10

美蔓 美蔓福祉館 13:20～13:25 5

熊牛地区
熊牛更生 熊牛更生公会堂 13:35～13:45 10

熊牛 熊牛福祉館 13:55～14:00 5

清水地区

讃岐 讃岐会館 14:25～14:30 5

上清水 上清水福祉館 14:40～14:45 5

上清水 上清水２公会堂 14:55～15:00 5

【実施日：５月15日（土）】

地区 実施場所 実施時間 分

羽帯地区

羽帯 羽帯福祉館  9:30～ 9:45 15

新羽帯 新羽帯公会堂  9:50～ 9:55 5

下羽帯 下羽帯公会堂  10:00～10:05 5

御影地区 大和 大和公会堂 10:20～10:25 5

松沢地区

松沢 松沢福祉館 10:40～10:55 15

北松沢 北松沢公会堂 11:05～11:10 5

西松沢 西松沢公会堂 11:20～11:25 5

御影地区
柏木 柏木公会堂 12:50～13:00 10

御影中央 中央公会堂 13:05～13:15 10

旭山地区
旭山 旭山福祉館 13:25～13:35 10

東郷愛 東郷愛公会堂 13:40～13:50 10

羽帯地区 上羽帯 上羽帯少年自然の家 14:05～14:10 5

【実施日：５月16日（日）】

地区 実施場所 実施時間 分

御影地区 （市街）
世代間交流センター前  9:00～9:30 30

御影鉄南団地公園 9:35～9:40 5

清水地区

（市街）

東地域集会所 10:05～10:20 15

清和団地集会所 10:25～10:35 10

北地域集会所 10:40～10:50 10

清水町役場駐車場 10:55～11:25 30

西地域集会所 11:30～11:40 10

神居 神居福祉館 11:45～12:00 15

（市街） 有明公園駐車場 12:05～12:15 10

◆お問い合わせ先

　町民生活課生活環境係

　☎62-1151

　快適で良好な生活環境の中で町民が安心して暮らせるよう、火災や災害・犯罪等の発生が懸念され被
害が波及する恐れのある家屋等の解体撤去にかかる経費について、補助金を交付します。

廃屋解体撤去に補助します

◆事　業　区　分

　住宅隣接地域で廃屋の倒壊や火災、犯罪の助長など第三者への被害等を防止するため、対象区域は下

水道認可計画区域及び御影集落排水処理計画区域とします。

◆補助対象事業

　補助金の対象は、次の全てに該当する家屋の解体撤去の費用です。

　（１）個人が所有する、住宅、物置・車庫、塀・囲い等（以下、家屋等）の用途としての機能を有さな
　　　くなったもの

　（２）町内の事業者により解体撤去を実施するもの。

　（３）解体撤去後に跡地利用計画があるか、又は常に清潔に管理されること。

　（４）土地所有者が管理できない場合は、適性な管理ができる土地管理人を指定する。

　（５）公的補償費の対象家屋等ではなく、かつ、関連又は重複する補助がないこと。

　（６）補助申請者が家屋等の建て替えのために行う解体でないこと。

　（７）事業の用に供していた家屋等でないこと。

　（８）補助金申請時において、１年以上居住していないこと。

　（９）建築後おおむね25年以上経過していること。

　（10）町税等の滞納がないこと。

　（11）解体撤去を行う前であること。

◆補　助　金　額

　（１）住宅、物置・車庫は１㎡当たり7,000円を撤去費用の上限として、算出された額の２分の１を補
助します。
　（２）塀・囲い等は、撤去費用に要する額の２分の１を補助します。
　　　※10万円を限度額とします。
　　　※実際の解体費用ではありませんので、ご注意ください。

■お問い合わせ先　　町民生活課生活環境係  ☎６２-1151

◆募集・実施期限

　令和４年３月31日まで
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納税だより

　各種税金・使用料等の納税・納付は「口座振替」で！
■お手軽・確実な口座振替の申込方法

　各税金・保険料・使用料等の納付等は、お手軽・確実な口座振替をお勧めします！

　口座振替をご希望の方は、役場・御影支所・ゆうちょ銀行（郵便局）・各町内にある金融機関窓口でお

申し込みください。

　なお、口座振替の手続きには１か月程かかりますので余裕を持ってお申し込みください。

■令和３年度（2021年度）　各税・使用料の納期限（振替日）

税目 軽自動車税 固定資産税 町道民税

納期別 納期(振替日) 納期(振替日) 納期(振替日)

全期前納・第１期 ５月31日 ５月31日 ６月30日

第２期 ８月２日 ８月31日

第３期 ９月30日 11月１日

第４期 11月30日 12月20日

税・使用料
国民健康保険税 ･後期高齢
者医療保険料・介護保険料

町営住宅関係
その他使用料・負担金

（水道料・保育料・学校給食費など）

納期別 納期(振替日) 納期(振替日) 納期(振替日)

全期前納・第１期 ８月２日 ４月30日 ４月26日

第２期 ８月31日 ５月31日 ５月25日

第３期 ９月30日 ６月30日 ６月25日

第４期 11月１日 ８月２日 ７月26日

第５期 11月30日 ８月31日 ８月25日

第６期 12月20日 ９月30日 ９月27日

第７期 １月31日 11月１日 10月25日

第８期 ２月28日 11月30日 11月25日

第９期 （介護保険料は
第６期まで）

12月31日 12月27日

第10期 １月31日 １月25日

第11期 ２月28日 ２月25日

第12期 ３月31日 ３月25日

※申込書のお届け印は、「銀行印」をハッキリと押印してください。

　また、記入の訂正をする場合も、「銀行印」での訂正印をお願いします。

※「軽自動車税」は５月のみ、「介護保険料」は第６期までとなります。

※「学校給食費」の第１期は５月からで、第10期（翌年２月）までとなります。

　（「学校給食費」は別途各学校を通じて給食センターで申し受けます）

※振替日が土曜・日曜及び祝日にあたる場合は、次の最初の平日が振替日となります。

※申込期限に間に合わない納期は、納付書で納付してください。

　なお、希望された納期の申込期限に間に合わなかった場合は、次の納期から開始します。

　（納期、振替日の１か月前までにお申込ください）

◆お問い合わせ先　税務課納税係　☎62-1152
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■お問い合わせ先　　町民生活課生活環境係  ☎６２-1151
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■お問い合わせ先　　町民生活課戸籍住民係  ☎６２-1151
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